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平成25年第７回本部町議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 平成25年９月18日 

招 集 場 所 本部町議会議場 

開 散 会 日 時 

及 び 宣 言 

開  会 平成25年９月18日   午前10時00分 

散  会 平成25年９月18日   午後５時02分 

※ 出席並びに欠席議員は下記のとおりである。 

  出  席  13 名      欠  席  １ 名      欠  員  ０ 名 

議席番号 氏   名 出席等別 議席番号 氏   名 出席等別 

１ 具志堅   勉 出 ９ 仲宗根 宗  弘 出 

２ 座間味 栄  純 〃 10 仲  間  厚  洋 〃 

３ 西  平    一 〃 11 崎  原    昇 欠 

５ 松  川  秀  清 〃 12 大  城  正  和 出 

６ 宮  城  達  彦 〃 13 石  川  博  己 〃 

７ 知  念  重  吉 〃 14 喜  納  政  樹 〃 

８ 崎  浜  秀  進 〃 15 島  袋  吉  徳 〃 

      

※ 会議録署名議員 

８番 崎  浜  秀  進  ９番 仲宗根 宗  弘  

※ 地方自治法第121条の規定により、説明のため本会議に出席した者は次のとおりである。 

町 長 高  良  文  雄 副 町 長 平  良  武  康 

教 育 長 仲 宗 根  清  二 会計管理者兼会計課長 饒 平 名  知  政 

総 務 課 長 上  原  新  吾 企 画 政 策 課 長 安  里  孝  夫 

住 民 課 長 上  間  辰  巳 町 税 対 策 課 長 松  本  一  也 

福 祉 課 長 崎  原    誠 保 険 予 防 課 長 仲 榮 眞    修 

建 設 課 長 屋 富 祖  良  美 産 業 振 興 課 長 伊 野 波  盛  二 

公 営 企 業 課 長 宮  城    忠 教育委員会事務局長 仲 宗 根    章 

商 工 観 光 課 長 宮  城    健   

※ 本会議に職務のため出席した者 

事 務 局 長 上 原 正 史 主 事 與那嶺   卓 
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議 事 日 程 

９月18日（水）１日目 

日程番号 議 案 番 号 件       名 

１  会議録署名議員の指名 

２  会期の決定の件 

３  議長諸般の報告 

４  町長の行政報告 

５ 報 告 第 ７ 号 
平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について 

（報  告） 

６ 報 告 第 ８ 号 
平成24年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

（報  告） 

７ 報 告 第 ９ 号 
平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

（報  告） 

８ 報 告 第 1 0 号 
平成24年度本部町教育委員会事務点検・評価報告について 

（報  告） 

９ 議 案 第 4 1 号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について      （議案説明・審議・採決） 

10 議 案 第 4 2 号 
工事請負契約の締結について（建築１工区） 

（議案説明・審議・採決） 

11 議 案 第 4 3 号 
工事請負契約の締結について（建築２工区） 

（議案説明・審議・採決） 

12 議 案 第 4 4 号 
工事請負契約の締結について（建築３工区） 

（議案説明・審議・採決） 
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日程番号 議 案 番 号 件       名 

13 議 案 第 4 5 号 
工事請負契約の締結について（電気１工区） 

（議案説明・審議・採決） 

14 議 案 第 4 6 号 
工事請負契約の締結について（電気２工区） 

（議案説明・審議・採決） 

15 議 案 第 4 7 号 
工事請負契約の締結について（機械１工区） 

（議案説明・審議・採決） 

16 議 案 第 4 8 号 
工事請負契約の締結について（機械２工区） 

（議案説明・審議・採決） 

17 議 案 第 4 9 号 
工事請負契約の締結について（本部小学校グラウンド整備工事） 

（議案説明・審議・採決） 

18 議 案 第 5 0 号 
本部町公共下水道本部町浄化センターの建設工事委託に関する協定

の締結について           （議案説明・審議・採決） 

19 議 案 第 5 3 号 
平成25年度本部町一般会計補正予算について 

（議案説明・審議・採決） 

20 議 案 第 5 4 号 
平成25年度本部町国民健康保険特別会計補正予算について 

（議案説明・審議・採決） 

21 議 案 第 5 5 号 
平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予算について 

（議案説明・審議・採決） 

22 議 案 第 5 6 号 
平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算について 

（議案説明・審議・採決） 

 

 

 



 ― 24 ―

○ 議長 島袋吉徳 ただいまから平成25年第７回本部町議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 開 会（午前10時00分） 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって８番 崎浜秀進議員及び９番 

仲宗根宗弘議員を指名します。 

 日程第２．会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月25日までの８日間にしたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月25日までの８日間に決定しました。 

 日程第３．議長諸般の報告を行います。 

 報告書をお配りしてありますが、その中から抜粋して説明をさせていただきたいと思います。 

 ６月７日、鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入促進検討業務調査結果に関する説明会が

北部合同庁舎２階でありました。 

 ６月９日、本部郷友会定期総会並びに敬老会が沖縄県農業協同組合真和志支店でありました。 

 ６月21日、本部町観光協会通常総会及び法人設立総会が琉宮城蝶々園で行われまして、ついで

に観光協会の法人設立総会も同時に行われております。本部町観光協会は平成25年２月14日付で

法人登記を行っております。 

 ７月９日、県産品優先使用の要請行動団の受け入れを行っております。県内23社から本部町内

に要請団がまいっております。その場で本部の特産物の展示も行っております。 

 ７月13日、北部広域市町村圏事務組合第35回臨時総会が行われました。これ一般補正予算です。 

 ７月26日、本部町議会第６回臨時議会。 

 ７月28日、奄美・やんばる広域交流推進協議会が行われました。事業報告、収支決算、収支予

算、役員改選がありまして、会長が名護市長の稲嶺 進氏にかわっております。 

 ８月７日、沖縄県町村議会議長会臨時会。これは役員改選の臨時会になっております。 

 ８月12日、本部高校の存続要請を県庁で行っております。 

 ８月14日、北部市町村議会議長会第２回理事会・総会。 

 ８月15日、北部広域市町村圏事務組合臨時会が北部会館で行われております。 

 以上で報告を終わります。 

 休憩いたします。 休 憩（午前10時08分） 

 再開いたします。 再 開（午前10時10分） 

 日程第４．町長の行政報告を行います。町長。 

○ 町長 高良文雄 おはようございます。私の行政報告を平成25年の６月から８月までの間の

主な事柄についてご報告をいたします。なお、議長とダブる部分については、なるべく省きます。
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資料をお開けください。 

 ６月４には、本部港内駐車場の整備について伊江村長と合同で川上副知事に、これは県港湾な

ので立体駐車場か何かつくってほしいというような要請をしております。これは前々から伊江村

といろいろと議論をしてきた懸案でございまして、今皆さんご承知のとおり、車が非常に乱雑で

ありまして、せんだっての大雨で車が港湾に流れたり、落ちたりしたり事例もあったりしている

ものですから、そういった意味で県に強く要請をしております。 

 同じく10日、やんばる・本部応援元気プロジェクトということで、もとぶの日、６月10日に

引っかけまして、那覇郷友会の青年部を中心に「もとぶの日ピーアール」を行ってきております。 

 次に14日、沖縄県森林資源研究センター、これは皆さんご案内のように、前の名前は沖縄県林

業試験場、大中にあったのが、いわゆる農業試験場の地域にそのエリアに統合されて、立派な施

設ができたというふうなことでございますので、ぜひ皆さんも機会がありましたら足を運んでい

ただければと思っております。 

 21日は、先ほど議長からあった件であります。この観光協会の法人設立総会において、役員の

改選がありまして當山清博氏が観光協会の会長に就任しております。 

 23日、恒例ですが、総理大臣もご臨席のもと、全戦没者追悼式に出席をいたしました。 

 開けまして、次のページです。７月１日、教育委員、新しく山城幸恵さん、議会の承認をいた

だきまして辞令を交付しております。 

 ７月２日、北部市町村会で海外視察研修ということで、これは四、五年ぶりでしたかね、グア

ムの基地の視察があったんですが、その後、四、五年ぶりに観光と地域開発、あるいは企業誘致

等々の関連で11首長と１副村長、全員参加のもとシンガポールとマレーシアに行ってまいりまし

た。少しばかり感想を申し上げますと、シンガポールはご承知のとおり、非常に小さな国であり

ますが、人口530万人程度、面積716平方メートルということで赤道直下にありますが、とても金

融制度だとか、貿易、流通、あと東南アジアの中心にあるということで非常に発展している国で

ございまして、ちなみに人口１人当たりのＧＤＰが４万9,000ドルということで、東南アジアで

は断トツということで、非常にまた医療水準も世界最高水準と言われておりまして、医療ツーリ

ズムも大変盛んであります。また、各国からの有名な投資家も移住しているというようなことは

皆さんもご承知だと思いますが、そういう国で、また国自体も清潔で、大変参考になっておりま

す。沖縄からも結構仕事で移住をしているようなことも聞いております。あとマレーシアにつき

ましてでございますが、マレーシアは少し大きい国で3,000万円の人口で、面積約33万平方キロ

ということで、この国は非常に発展が目覚ましいということで、いわゆるインフラ整備がどんど

ん進んでおりまして、また海外投資、国内投資も非常に積極的にやっている国で、確かにＪＤＰ

はまだまだ人口１人当たり約１万ドル、さっきのシンガポールは約５万ドルというようなことで

相当差があるんですが、しかしタイの約２倍の水準にあると言われております。最近のマレーシ

アの目新しい情報といたしましては、例の金武町の返還になりましたギンバル地区に600億円前

後の投資をするということで、もう駐在員も張りついて、せんだって私も行きましたが、ホテル
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の起工式もやって、今工事も進んでいるというようなことでございまして、これから大変伸びる

国だなということで、私どもも非常に注目する必要があると。両国もそうなんですが、国家主導

型で非常に事業展開が速いと。シンガポールはそうですが、ほとんど国有地というふうなことで、

そういった意味で開発が非常にタイムリーにやっている国だなというふうなことを感じました。

どうぞ皆さんも機会がありましたら、ぜひ行かれてみていただければなと思っております。 

 次は９日、これは久方ぶりにマスコミ関係者との行政懇談会ということで、関係マスコミを集

めまして、私ども班長以上ですね、交流を深めておりまして、そういう積み重ねが今回のタイム

スとの共催での物産観光、あるいは芸能のフェアにつながったのではないかなと、私そういうふ

うに感じております。 

 11日、定例の町村会の総会なんですが、ただ、その総会の中で東大の名誉教授の大森先生、行

政学の大家でございますが、道州制について、全町村長に対する研修も含めての総会がございま

した。もちろん、せんだってもお話をしたとおり、町村会は道州制を全面的に反対でございます。 

 17日、人権擁護委員に対する辞令交付を行っております。ちなみに委員は上間さん、知念さん、

島袋さん、仲宗根さん、浦崎さんでございます。 

 18日、これは初めての試みということで、北部に事務所を置いております農業関係の、いわゆ

る所長を初め、関係者の方々との行政懇談会をしておりまして、その成果も少しずつ本部の事業

にあらわれてきております。 

 23日、総合事務局開建部との、これも毎年やっていることではございますが、特に新しい議題、

情報交換というふうなことで、いわゆる防災協定について、ぜひ国のやれ技術、それからノウハ

ウだとか、あと機材、それを無償でお互い協力し合うというような総合協定をやろうというよう

なお話で、非常にいいお話が出ておりました。 

 次、開けてください。８月２日、ご案内のバイオマス有効活用施設ということで、供用開始を

現在もうしておりまして、ぜひうまく町民が利活用するように、また今後ともどうしたらいいの

かも含めて、私ども行政の立場としてもしっかりと支援等、あるいはまた町民に対する情報提供

もしてまいりたいなと思っております。 

 12日、議長からもあったんですが、強く本部高校の存続について、各関係団体の長を含めて、

13名で強く存続要請をしてきたところであります。 

 23日、北振事業、いわゆる消防組合の分遣所の施設整備についての起工式を行っております。 

 28日、畜産共進会、毎年やっているんですが、今回新たにヤギの部分をご承知のとおり設けま

して、出店していただきまして品評会と、あと審査委員からの評価では牛のほうも質がだんだん

向上しているという評価も受けておりますので、引き続き、私どもバックアップをしてまいりた

いなと思っております。ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 これで町長の行政報告を終わります。 

 大変失礼いたしましたけれども、日程３の次に結果報告書がありましたけれども、ちょっと抜

かしてしまいまして、追加をさせていただきます。 
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 地方自治法第235条第２の第３項の規定により、月例現金出納検査の結果報告書がお手元にお

配りしましたとおり、提出されています。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 日程第５．報告第７号 平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告についてを

議題とします。 

 本件について説明を求めます。町長。 

○ 町長 高良文雄 議案の関連について内容をご説明しながら、よろしくご審議をお願いした

いと思っております。平成25年第７回本部町議会定例会におきまして、４件の報告、21件の議案

を提出してございます。その内訳でございますが、平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業報告

及び決算報告についてと報告４件、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例１件、工事請負契約の締結８件、公共下水道本部町浄化センターの建設

工事委託に関する協定の締結１件、本部町教育委員会委員の選任同意２件、平成25年度一般会計

等４件の補正予算、平成24年度一般会計等５件の決算認定についての議案の提案となっておりま

す。説明に当たりましては、副町長以下担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議のほど

お願いを申し上げます。 

○ 議長 島袋吉徳 企画政策課長。 

○ 企画政策課長 安里孝夫 報告第７号 平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決

算について。地方自治法第243条の２第２項の規定により、平成24年度沖縄県町村土地開発公社

事業報告及び決算報告書を別紙のとおり提出する。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。

お配りしております報告書に沿って、説明をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。１ページは役員に関する事項で（１）は幹事会構成員について。

理事長 城間氏及びほか８名が記載されております。（２）は本社の監事について２名記載され

ております。 

 ２ページをお願いいたします。（３）は理事について。各市町村長と町村会事務局長が掲載さ

れております。それから（４）は支社の監事について。平成25年３月末現在の監事が記載されて

おります。各市町村原則２名となっております。 

 ５ページをお願いいたします。（１）取得・造成工事項目の５行目、事業実績として、取得面

積が8,213.06平米、金額にして４億8,897万2,000円となっております。詳しい内容については、

下記及び次ページ以降のとおりとなっております。 

 19ページをお願いいたします。平成24年度の貸借対照表で資産の部に関して、資産の合計50億

7,222万3,289円であります。負債の部、負債合計があり、41億5,010万3,417円となっております。

一番下のほうに負債資本合計があり、50億7,222万3,289円となっております。内訳は20ページの

掲載のとおりとなっております。 

 21ページをお願いいたします。平成24年度の損益計算書で当期損失が一番下のほうに記載され

ており、2,251万4,808円となっております。内訳は22ページからの掲載のとおりとなっており
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ます。 

 続きまして28ページをお願いします。資本金の明細表、基本財産ですが、各市町村の出資額が

載っております。本部町が857万6,000円、昭和48年度と49年度に出資されております。全体の資

本金合計は１億2,834万6,000円で、32団体分となっております。 

 次に32ページをお願いします。（１）の収益的収入及び支出についてですが、収入の決算額は

２億2,887万6,497円で、明細は33ページに記載されております。支出の決算額は２億5,123万

8,327円で明細は34ページのとおりとなっております。次に（２）の資本的収入及び支出につい

てですが、収入の決算額は21億965万5,177円で、明細は35ページの記載のとおりとなっておりま

す。支出の決算額は26億1,571万2,158円で、明細は同じく35ページの記載のとおりとなっており

ます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足分を補填した状況が記載されており、同年補填

額が５億605万6,981円で、明細は36ページの記載のとおりとなっております。 

 次に37ページをお願いいたします。資金実績についての記載があり、受入資金済額が中段のほ

うに76億7,611万8,163円で、38ページから41ページの事項別明細書に記載されている部分となっ

ております。支払資金済額が下段の68億5,138万9,187円で、次期繰越額が８億2,472万8,976円で、

明細が42ページから47ページの記載のとおりとなっております。 

 続きまして49ページをお願いいたします。借入実績ですが、執行済額が合計で21億359万1,000

円となっており、内訳は50ページから51ページの支社別明細表のとおりとなっております。以上

で報告を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 町長。 

○ 町長 高良文雄 すみません。訂正をお願いしたいと思います。先ほど土地開発公社の関係

の事業報告及び決算報告について、23年度と申し上げましたが、24年度でございました。失礼い

たしました。よろしくお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 これで報告第７号 平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算

報告についてを終わります。 

 日程第６．報告第８号 平成24年度決算に基づく健全化判断比率の報告についてを議題としま

す。 

 本件について提出者の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 報告第８号 平成24年度決算に基づく健全化判断比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規定により、

別紙の監査委員の意見書を付けて次のとおり議会に報告する。実質赤字比率ございません。連結

実質赤字比率ありません。実質公債費比率10.6％。将来負担比率61.2％。括弧書きは本町の早期

健全化基準でございます。この括弧書き以上になると、早期健全化団体になるということでござ

います。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 次の２枚目のほうにはから健全化判断比率の推移表、概要等を載せてございますので、御参考

にごらんになってください。以上で報告を終わります。 
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○ 議長 島袋吉徳 これで報告第８号 平成24年度決算に基づく健全化判断比率の報告につい

てを終わります。 

 日程第７．報告第９号 平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告についてを議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。公営企業課長。 

○ 公営企業課長 宮城 忠 報告第９号 平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て。地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定によ

り、別紙の監査委員の意見書を付けて次のとおり議会に報告する。 

 特別会計の名称、本部町水道事業会計の資金不足はございません。括弧の上にマイナスを表示

しているのが資金不足が発生していないことを表示しています。本部町公共下水道特別会計の資

金不足は発生してございません。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 次のページをお開きください。１、資金不足比率の推移ということで、平成24年度、過去をさ

かのぼり４カ年間、上下水道とも資金不足は発生してございません。２の資金不足比率の概要と

しまして、資金不足比率は公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模（経営収益）に対する比率

は、経営健全化基準の20％となっています。経営健全化率は良好な状態にあると思いますので、

監査委員からの意見もありましたけれども、経営健全化率は良好な状態にあると思いますので、

大丈夫だと思います。以上で報告を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 これで報告第９号 平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告について

を終わります。 

 日程第８．報告第10号 平成24年度本部町教育委員会事務点検・評価報告についてを議題とし

ます。 

 本件について提出者の説明を求めます。教育委員会事務局長。 

○ 教育委員会事務局長 仲宗根 章 報告第10号 平成24年度本部町教育委員会事務点検・評

価報告について。地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第27条第

１項の規定により、議会に報告する。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 ２ページのほうお願いいたします。報告の趣旨でございます。１．「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」第27条第１項の規定に基づき、教育委員会事務の点検及び評価について報告

するものです。四角書きに根拠となります第27条を記載しております。２．点検及び評価の対象。

平成24年度に執行した事務事業を対象としております。３．事務事業ごとの点検及び評価としま

して、平成24年度で新規に行った事業のみを報告させていただきます。３ページの中段、本部高

校チャレンジ塾、事業内容としまして本部高校在校生を対象とした塾である。本部高校生が目標

とする大学等へ進学できるよう学力向上の支援を行う。点検・評価でございます。平成24年度か

ら開始された塾である。１年生14人、２年生３人、３年生７人の計24人が受講した。３年生７人

のうち、５人が大学進学、２人が就職し、受講生の希望する進路へ進めるよう支援ができたとい

うことで評価しております。 

 ４ページをお願いします。上段です。その日の学び振り返り事業。これも平成24年度からの新
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規の事業でございまして、県委託事業。算数、数学に特化した学習支援員を配置し、学習支援を

必要と判断した児童生徒に対し、学習の支援を行う。点検・評価でございますが、本部小学校に

２名、本部中学校に１名、計３名を加配しております。授業支援及び放課後支援（補習授業）を

行った。期間は９月３日から２月28日。２学期、３学期までの116日間。その日に学んだ授業を

放課後にやることによって、習熟度を上げることができたということで評価しております。ほか

８ページまで事務の内容と、そして点検を行っております。以上、報告を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午前10時41分） 

 再開いたします。 再 開（午前10時42分） 

 これで報告第10号 平成24年度本部町教育委員会事務点検・評価報告ついてを終わります。 

 日程第９．議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和47年本部町条例第44号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。

平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 提案理由 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律（平成19年

法律第134号）第９条の規定に基づき、本部町鳥獣被害対策実施隊を設置し、鳥獣被害防止施策

を適切に実施するため、この条例を提案します。次のページお願いいたします。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和47年条例44号）の一部を次のよう

に改正する。別表（第２条、第３条関係）中で、下の段のほうに本部町鳥獣被害対策実施隊猟銃

員という項目を１行設けて、年額報酬額が１万3,500円という行を１行挿入するというふうに改

めたいと考えております。次のページお願いします。 

 参考資料ですが、条例の中の別表、下の段のほうですね。嘱託職員の行の手前に本部町鳥獣被

害対策実施隊猟銃員、報酬の額１万3,500円と挿入したいと考えております。この件につきまし

ては、去った８月26日に沖縄県営農指導課のほうから北部市町村長の会の中で、県の方針としま

して沖縄県全体的に鳥獣被害の対策を講じるためにカラスですとか、そういう有害鳥獣の個体数

を平成25年、平成26年、平成27年かけて減らしますという方針を今県のほうで計画を立てており

まして、北部市町村一斉にそれは統一した見解で実施していくことが効果的だということで、北

部市町村で全体的にその個体数を減らす取り組みをやりましょうということで、この９月議会に

そういう実施隊を定める条例を整備して、取り組んでいきましょうという統一見解のもとに今回

この提案となっております。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。13番 石川博己議員。 
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○ 13番 石川博己 条例の中身はいいんですけれども、何をやるのかというのが問題だと思う

んです。そして鳥獣被害が出ているんだけれども、いろいろな鳥とかあるんですけれども、全部

をやるのか。それとこれ猟銃だと思うんですよ、打つのは。そして、その仕組みと言うんですか、

見本の方法と言うんですかね、そこら辺も説明を願いたいと思います。どのようにしてこれを減

らしていくのか。そして種類はどういう種類を考えているのか。たくさんありますよね、カラス

とかフクロウとか、台湾ヒヨドリと言うんですか、そういうところも含めて、どれを対象にして

いるのかというのがはっきり見えてこないので、その点、説明をお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 13番 石川議員にご説明いたします。 

 鳥獣被害対策の取り組みについて、その内容についてなんですが、今県のほうでもカラスの被

害がかなり多いということで、カラスの個体数をまず減らしましょうという方針を打ち出してお

ります。あとカラス以外にはマングースでありますとか、イノシシでありますとか、そういう鳥

獣もいるんですが、とりあえず今回カラスのほうに力を入れて、その個体数を減らしていこうと

いう方針を打ち出しています。町としましても県のほうでまた新たな事業なども予算化するとい

うことになっておりますので、それを受けて町のほうでも例えばカラスの買い取り価格を決めて、

１羽1,000円という今価格なんですが、それを決めて、そういう買い取り制度も設けていきたい

というふうに考えております。今回の条例改正の中では猟銃隊、これは狩猟の免許を持っている

方に対して、町のほうから実施隊ということで委嘱をすると。その人には年間１万3,500円の報

酬を出して、カラスをとってもらうと。あとそれ以外にまた実際に農家ですとか、直接被害を

被っている農家などにも例えば箱わなですとか、そういうものを提供して実際にカラスを捕獲し

てもうらうと。直接被害を受けている農家などについては、買い取り価格１羽1,000円など取り

決めをして、カラスを減らす取り組みに対して協力していただきたいというふうに考えています。

あとマングースについても今１羽1,000円という形で、マングースも減らす取り組みを行ってい

こうという内容でございます。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 13番 石川博己議員。 

○ 13番 石川博己 これは報酬、狩猟隊ですか、そこは報酬年間１万3,000円といったら、

ちょっと少ないのではないですか。それとその方々が捕獲をする、撃ち落として、これも１羽全

部買い取りをするんですか。どうなるんですかね。その方々は専門でお互いが指定をするんです

よね。猟銃隊ということで。その方々は報酬も出ますよね。微々たる金額ではあるんですけれど

も、報酬を出した人間が撃ち落としたものを買い取るという制度というのがなじむのかどうか。

そこはどのようなことになるのかな。そこをちょっと説明願いたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 13番 石川議員にご説明いたします。 

 今回、本部町鳥獣被害対策実施隊の猟銃員ということで委嘱する方、委嘱した場合にはこの条

例が可決された後には１万3,500円の年額という形で報酬を支給しますと。１万3,500円のちょっ
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と考え方なんですが、それはやっぱり狩猟免許を持っている方に対しての委嘱になりますので、

その狩猟免許を継続更新するためにかかる費用、経費相当分ということで考えております。１羽

1,000円の買い取りをやるのかということなんですが、今年度は一括交付金で狩猟免許を持って

いる方に対しての委託料という形で、カラスの捕獲の事業を委託しておりますので、今回狩猟隊

がとったカラスに対しての買い取りは考えておりません。ただし次年度以降、今年度は一括交付

金を使っているんですが、例えば一括交付金を委託料としては使わないということであればまた、

狩猟隊がとったカラスを1,000円で買い取る、県の補助事業を使ってですね、買い取るという考

えであります。そのためにも日当を払って、また買い取るというのは、これはなじまないと思い

ますので、報酬と買い取りという形にもっていきたいというふうに考えています。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午前10時51分） 

 再開いたします。 再 開（午前10時53分） 

 ８番 崎浜秀進議員。 

○ ８番 崎浜秀進 担当課長にお聞きしたいと思っています。今、休憩中に大体の中身はわ

かったわけですけれども、本部町に狩猟の免許を持っている大体何名ぐらいいるのか、それが１

点。２点目は、この委託された人たちが捕獲してくるカラスだけの1,000円なのか。それとも農

家、この前に町が補助金でカゴをつくったですよね。幾つか崎本部にもあるわけですけれども、

そこに入ったやつはあれは補助金でつくっているわけだから該当しないと思うんだけれども、農

家独自にとってくる場合の対象のやり方。この２点。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 ８番 崎浜議員にご説明いたします。 

 １点目、町内に今狩猟の免許を持っている方が何名いらっしゃるかということなんですが、現

在のところ実態の数というのは私ども把握しておりません。ただ、余りたくさんいらっしゃらな

いというのは聞いてはいるんですが、今後また実態をちょっと調べてみたいと思っています。も

う１点、1,000円の買い取りの対象なんですが、まず、猟銃隊がとってきたカラスについて基本

的に1,000円で買い取るという考えでございます。ただし、今年度は一括交付金で委託事業で

とっていますので、今年度はその買い取りは、猟銃隊がとってきたものの買い取りはやらないと

いうふうに考えています。次年度以降、買い取ろうというふうに考えています。あと農家がとっ

てきた場合ということになるんですが、今町の考えとしましては、これもこれから県の要綱、要

領が定められてくるんですが、その方針としましても直接被害を被っている農家という方がまず

最優先だろうという考えでございますので、例えば本部町内の農家とか、町のほうにカラスを

持ってきて、それを買い取るという対象の方というのはやっぱり町のほうから任命するような形

を持っていきたいと思っています。一般の方もだれがでもというわけにはちょっといかないもの

で、やはり直接被害を被っている農家でありますとか、その方などをまず優先という考えでいき

たいと思っております。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 ３番 西平 一議員。 
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○ ３番 西平 一 猟銃を持っているという方ですから、資格があるわけですね。それに対し

ての私は対価だと思っていますので、そうとった場合に単純に資格手当をあげればいいという話

で済むのではないかなと。資格手当ですね、猟銃資格を得ているわけですから。そういう方々に

ついてはちゃんとその手当を上げますと、報酬ではなくて。それをちゃんと年次年次、あるいは

更新、これは何年に一度かわかりませんけれども、更新をやられている方に皆さんは交付をして

いくわけですから、それでいいんじゃないですかね。報酬となるとやっぱり何らかの労働とか何

かものが発生すると思いますので、そういう考え方はどうでしょうか。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 ３番 西平議員にご説明いたします。 

 猟銃を持っている方に対しての委嘱なので、その猟銃を持っている方に対しての手当という形

ではいかがかというご質疑ですが、今町の考えましては、その手当で例えば何とか手当、免許更

新手当とか、そういう手当を出すという考えではなくて、鳥獣被害対策実施隊という形で町から

任命します。そういう任務を負うということに対しての報酬という形で１年間はお願いしますと

いう意味合いで、その額についてはそういう登録更新に見合うだけの、これは３年に一度の更新

ではあるんですが、３年で大体３万円以上の更新がかかるものですから、それを１年間に換算し

た場合の額で今想定をした費用としております。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。10番 仲間厚洋議員。 

○ 10番 仲間厚洋 二、三点お尋ねしたいと思います。この対策実施隊ですかね、これまだ決

めてはないということだと思うんですけれども、何名ぐらい予定しているのか。これができた場

合、どういう形でこの方々を出動と言うんですかね、何か要請があった場合なのか、あるいは状

況を見て、町の方で判断をして要請をかけていくのか。その活動の始まりと言うんですかね、そ

このところお願いします。あと、ちょっとよくわからなかったのでお尋ねしますけれども、今年

度は買い取らないと、次年度は買い取ると、次年度からということですかね。何で今年度買い取

らないのか、説明を求めたいと思います。カラス１羽1,000円、結構な金額だろうと思うんです

けれども、買い取る対象、持ってきた買い取る方は町のほうで指定するということなんですけれ

ども、なかなか素人がたくさんとれるわけではないと思うんですけれども、その中で捕獲に長け

た方、指定を受けていないけれども、捕獲に長けている方。そういった方々が請け負ってやる可

能性がないでもない。これはカラスが減るんだから、それはそれで構わないと思うんですけれど

も、そういった見極め等についてはどのような形でやられるのか。そのことをお尋ねしたいなと

思います。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 10番 仲間議員にご説明します。 

 まず、この猟銃隊員の人数どれくらい想定しているかということなんですけれども、今年度、

平成25年度は委託事業ということで、これは中部の猟友会という狩猟免許を持っている方、中部

の猟友会という組織がありますので、そこに今11名の方がいまして、そこに委託という形で一括
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交付金を活用しまして、約150万円の委託料を払って、本部町のカラスの捕獲を平成25年度は

やってもらっています。人数的には大体それぐらいなのかなという今イメージとしては10名前後

というイメージを持ってはおりますが、これから実施隊員の規定などは定めていきたいと思って

います。 

 あと、どういう形でその要請なり、活動なりをやっていくかということなんですが、基本的に

は１年間の委嘱という方になりますので、１年間ずっとカラスを捕獲するための取り組みという

のはやってもらうという形にはなります。ただ、重点的に例えば何月から何月までは重点的に

やったほうがいいとか、あるいはどの場所を一気にやったほうがいいとかということがもしあれ

ば、それはまた北部市町村、近隣町村とも相談もしながら、例えば同じ日にやったほうがいいと

か、同じ時間に決めてやったほうがいいとか、そういうことがあるのであれば、これはまた北部

のそういう産業研究会という、我々産業振興課長の北部のこういう研究会がありますので、そう

いう中でもまたどういう活動時期とか、時間とか、そういうものを決めたらいいのかとか、また

その要請にしてはどういう出し方をしたほうがいいのかとか、この辺はまた具体的なところをこ

れから取り決めしていきたいと思います。 

 あと、今年度はなぜ買わないのかというのが、今年度は一括交付金を活用した委託事業という

ことで委託料を約150万円払ってやっていますので、そこには日当でありますとか、交通費であ

りますとか、そういうのもみんな含まれた額になっていますので、買い取りはやらないというふ

うに考えています。この買い取り今1,000円、後々一般会計の補正予算にも上がってくるんです

けれども、今1,000円という買い取りに至った経緯については、県のほうでも半額ですね、500円

は県のほうが補助をしましょうという考えを今示していますので、500円は県、そしてまた200円

は既存の基金というのが県の基金がありますので、その基金から200円を出して、700円は県から、

町は300円を負担するという財源を考えております。 

 最後の買い取りの対象者なんですが、例えば捕獲する技術に長けた人、そういうカラスを減ら

すための取り組みに対して協力的な人、そういう人をどうするかということもありますので、そ

こはまた必ずしも農家だけに一律線を引くという考えでもなくて、そういう協力的な方という人

もやっぱり町内にはいらっしゃると思いますので、県の要領、要綱もこれから示されるところな

んですが、県でもまず優先は農家でしょうと。その後また取り組めるような範囲があるでしょう

という考えをしておりますので、町としても町の対策協議会などありますので、その中でどの対

象者が、どういう方まで対象者として含めていくべきか、いったほうがいいか。そういうところ

をまた、よりベストな方向を考えていきたいと思っております。 

○ 議長 島袋吉徳 10番 仲間厚洋議員。 

○ 10番 仲間厚洋 今年度一括交付金の委託ということで、来年度から買い取りをすると、こ

れはわかりました。この隊員と言うんですかね、これは町内の皆さんではないということなんで

すかね。次年度この隊員をつくる場合に、必ずしも町内の方ではないという理解でよろしいんで

すか。その点。あと、基本的に隊員の皆さんの判断で狩猟を開始していいということですよね、
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今のご答弁では。その点の確認と。これ入る場合ですね、銃を持って山に入るわけですから、そ

の場合、町民に対する広報は必要なのかどうか、やるのか。いついつ入りますよと。そういうこ

とをやっていただきたいなと思うんですけれども、その点、３点お願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 10番 仲間議員にご説明いたします。 

 必ずしも町内の人ではないのかということですね、基本的に町内にそういう狩猟の免許を持っ

ている方がいらっしゃれば、まずは町内の方から声かけをしていきたいなとは思っています。た

だ、今実態としてそんなにたくさんはいらっしゃらないということですので、実態数が少ない場

合にはまた町外の方にも呼びかけをしていこうというふうに考えています。あと、その活動につ

いては隊員の判断でやるのかということなんですが、基本的に１年間その活動の期間というのは

委嘱という形でお願いをしますけれども、やはりその時期、重点的にやる時期ですとか、あるい

は時間帯ですとか、そういうのはやっぱり隊員任せというわけではなくて、それはやっぱり町と

か、町の協議会ですとか、北部の産業研究会などの中でもどういう取り組みが一番効果的なのか

というのは、それぞれ議論をしているところですので、そういうのは隊員とも密に相談しながら

やっていきたいと思っています。あと、いつ入るとかという土地、どこに入るとかという前もっ

て、そういう情報というのはあらかじめ、その地域の方ですとか、その土地の方にはあらかじめ

お知らせをする必要もありますので、それは法的にもそういう義務がありますので、そういうこ

とは前もって地域の方には連絡を入れて入りたいというふうに考えています。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず本案に対し反対討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 反対討論がないようですので、次に賛成討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 賛成討論もないようですので、これで討論を終わります。 

 これから議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 休憩いたします。 休 憩（午前11時16分） 

 再開いたします。 再 開（午前11時26分） 

 日程第10．議案第42号 工事請負契約の締結について（建築１工区）についてを議題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第42号について説明いたします。 

 議案第42号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工事（建築１工区）につい

て、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（建築１工区）。２ 契約の相手 本部町字

渡久地125番地１、株式会社渡久地組・有限会社良三組・株式会社瀬底産業 特定建設工事共同

企業体、代表者 株式会社渡久地組 代表取締役 渡久地弘二。３ 契約金額 ２億8,875万円。

４ 契約の方法 指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２枚目のほうには指名業者、工事概要等を載せてございます。工事概要として鉄筋コンクリー

ト造 地上３階。建築面積1,794平米。延床面積4,283平米、その１工区については1,943平米で

ございます。その下に工事の種類を載せてございます。 

 ３枚目は入札結果報告書でございます。 

 ４枚目をお開きください。新庁舎工事の工程表、予定ということでつけております。１行目は

解体までのプレハブ解体・仮設福祉課等設置までの工事。２行目のほうに新庁舎建設工事、予定

といたしまして10月から約８月、９月、その期間までかかるであろうと。あわせまして磁気探査

のほうは10月。役場新庁舎工事（ネットワーク構築）、これは業務等に使っているものです。カ

ウンター等備品を完成後搬入。外構等の工事も含めまして、引っ越しについては平成26年度の仕

事納め、12月から１月にかけて新庁舎のほうに引っ越しをして、予定といたしましては平成27年

の年明けから新庁舎のほうで業務が再開できたというふうに考えております。その後、現庁舎の

解体、外構工事等を行っていきたいというふうに考えております。 

 それでは５枚目のＡ３のほうをお開きください。これ色分けされていまして、黄色っぽいのが

１工区です。上から見た図面ですね、平面図です。白っぽいのが２工区、ピンク色のものが３工

区でございます。次のものは１階平面図です。次のものが２階平面図、下のほうが２階平面図で、

上のほうが３階平面図、４階平面図、４階の部分については機械室等を考えております。その後

に立面図等を載せてございます。この工事については隣ですね、住宅地でもありますので、基礎

工事等についてはパイル打ちではなくて、掘削を約14メートル程度行って、そこに鉄筋の組み立

てとコンクリートの流し込みで基礎工事をやっていく方法で考えております。それで従来パイル

打ちの場合は振動が大きいですので、それ以外の方法での基礎打ちを考えて、基礎工事のほうは

考えております。以上で説明を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第42号 工事請負契約の締結について（建築１工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第42号 工事請負契約の締結について（建築１工区）

は、原案のとおり可決されました。 

 日程第11．議案第43号 工事請負契約の締結について（建築２工区）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第43号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工

事（建築２工区）について、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町

長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（建築２工区）。２ 契約の相手 本部町字

大浜863－４、有限会社大都建設・有限会社備瀬組・有限会社辰雄組 特定建設工事共同企業体、

代表者 有限会社大都建設 代表取締役 上地一夫。３ 契約金額 １億6,275万円。４ 契約

の方法 指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２枚目のほうに議案第43号の資料を載せております。工事概要といたしまして、２工区につい

ては全体が4,283平米のうち1,142平米の工事でございます。３枚目に入札結果報告。あと平面図、

その他の資料については42号議案で提出しております資料と同じでございますので、これのほう

にはちょっと添付しておりません。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

 休憩いたします。 休 憩（午前11時35分） 

 再開いたします。 再 開（午前11時38分） 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第43号 工事請負契約の締結について（建築２工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第43号 工事請負契約の締結について（建築２工区）
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は、原案のとおり可決されました。 

 日程第12．議案第44号 工事請負契約の締結について（建築３工区）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第44号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工

事（建築３工区）について、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町

長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（建築３工区）。２ 契約の相手 本部町字

東119番地、有限会社安護建設工業・有限会社丸崎建設・有限会社丸良電建工業 特定建設工事

共同企業体、代表者 有限会社安護建設工業 代表取締役 安護宗安。３ 契約金額 ２億

2,050万円。４ 契約の方法 指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 次の２枚目をお開きください。３工区については延床面積4,283平米のうち、1,198平米でござ

います。３枚目には入札結果報告書を資料として添付しております。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第44号 工事請負契約の締結について（建築３工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第44号 工事請負契約の締結について（建築３工区）

は、原案のとおり可決されました。 

 日程第13．議案第45号 工事請負契約の締結について（電気１工区）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第45号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工

事（電気１工区）について、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町

長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（電気１工区）。２ 契約の相手 本部町字

渡久地170番地１、有限会社阿嘉電水設備・株式会社大和産業 特定建設工事共同企業体、代表

者 有限会社阿嘉電水設備 代表取締役 阿嘉和子。３ 契約金額 8,190万円。４ 契約の方

法 指名競争入札。 
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 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２枚目をお開きください。電気１工区の工事概要として下のほうに載せております。動力、電

灯、コンセント、火災報知器等の工事概要でございます。３枚目のほうに入札結果報告書を資料

として載せております。Ａ３のほうに１階の部分の電灯等の配置の平面図です。これは電気の部

分でオレンジ色の部分で線を引かれている部分が電気工事の部分でございます。次のほうが２階

の平面図。３枚目が３階の平面図。最後に屋上部分ですね、Ｒ階の部分の平面図を載せておりま

す。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第45号 工事請負契約の締結について（電気１工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第45号 工事請負契約の締結について（電気１工区）

は、原案のとおり可決されました。 

 日程第14．議案第46号 工事請負契約の締結について（電気２工区）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第46号について説明いたします。 

 議案第46号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工事（電気２工区）につい

て、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（電気２工区）。２ 契約の相手 本部町字

伊野波658番地２、有限会社沖工設 代表取締役 平良哲一。３ 契約金額 9,555万円。４ 契

約の方法 指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２枚目をお開きください。２枚目のほうに工事概要を載せております。工事概要といたしまし

て幹線設備、受変電設備、発電機設備、警報表示設備等でございます。３枚目のほうには入札結

果報告書を参考資料として添付しております。Ａ３のほう、こちらのほうは青のほうで表示して

いる部分が電気２工区の工事の部分でございます。エレベーター、機械の部分の電気の工事でご

ざいます。２枚目のほうには屋上部分での電気等の設備の工事概要を載せております。電気等に



 ― 40 ―

ついては工種ごとに１工区、２工区分けております。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第46号 工事請負契約の締結について（電気２工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第46号 工事請負契約の締結について（電気２工区）

は、原案のとおり可決されました。 

 日程第15．議案第47号 工事請負契約の締結について（機械１工区）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第47号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工

事（機械１工区）について、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町

長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（機械１工区）。２ 契約の相手 本部町字

健堅129番地、有限会社仲建工業 代表取締役 仲宗根 正。３ 契約金額 6,300万円。４ 契

約の方法 指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２枚目をお開きください。工事概要を載せております。衛生器具、給水器具等から昇降機設備

等でございます。３枚目のほうに入札結果報告書を資料として添付しております。４枚目のほう

に機械の平面図。それと次の５枚目のほうについては主な機械の工種等を載せております。５枚

目のほうについても断面図を載せておりますので、ごらんになってください。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

 休憩いたします。 休 憩（午前11時53分） 

 再開いたします。 再 開（午前11時56分） 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第47号 工事請負契約の締結について（機械１工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第47号 工事請負契約の締結について（機械１工区）

は、原案のとおり可決されました。 

 日程第16．議案第48号 工事請負契約の締結について（機械２工区）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 議案第48号 工事請負契約の締結について。本部町役場新庁舎建設工

事（機械２工区）について、次のように請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町

長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町役場新庁舎建設工事（機械２工区）。２ 契約の相手 本部町字

東13番地、有限会社松建工業・有限会社全勝組 特定建設工事共同企業体、代表者 有限会社松

建工業 代表取締役 松田邦男。３ 契約金額 9,345万円。４ 契約の方法 指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２枚目のほうに工事概要を載せております。工事概要といたしまして空調設備、換気設備、計

装設備。計装設備というのは電気を管理する受電盤等、機械等の設備でございます。３枚目の入

札結果報告書を参考資料として添付しています。４枚目、５枚目に青色で機械２工区の工事概要

を図示しております。参考にごらんになってください。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。13番 石川博己議員。 

○ 13番 石川博己 役場庁舎の工事発注の中で、これが最後になるだろうと思うんですけれど

も、ただ１点だけ確認をしたいと思います。庁舎建設の話が出て、ずっとこの話をしてきた中で、

この地域の防災の拠点になるべき施設になるだろうという中で、最上階は避難場所に活用できる

ような方法をとるべきだろうと。そしてまた、それなりの食料備蓄とか、緊急体制の備蓄もする

べきだろうということですけれども、その点について総務課長のほうから説明願います。 

○ 議長 島袋吉徳 総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 13番 石川議員に説明いたします。 

 最上階、３階の屋上については周囲を手すりで囲いまして、避難路といたしましては外階段、

内側階段から登れるように出入り口等を設けております。備蓄等については現在のところやって

おりませんが、備蓄倉庫として活用できる部屋もありますので、そちらのほうにある程度の緊急

避難的な備蓄部分についても新庁舎と一体となって整備をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第48号 工事請負契約の締結について（機械２工区）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第48号 工事請負契約の締結について（機械２工区）

は、原案のとおり可決されました。 

 休憩いたします。 休 憩（午後０時02分） 

 再開いたします。 再 開（午後１時30分） 

 日程第17．議案第49号 工事請負契約の締結について（本部小学校グラウンド整備工事）を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。教育委員会事務局長。 

○ 教育委員会事務局長 仲宗根 章 議案第49号を説明いたします。 

 工事請負契約の締結について。本部町小学校グラウンド整備工事について、次のように請負契

約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により議会

の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 記、１ 契約の目的 本部小学校グラウンド整備工事。２ 契約の相手 本部町字健堅129番

地、有限会社仲建工業、代表取締役 仲宗根 正。３ 契約金額 8,715万円。４ 契約の方法 

指名競争入札。 

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 ２ページをお願いいたします。概要を書いてありまして、工期が190日間。あと指名業者、工

事概要を記載しております。３ページ目に入札結果報告書を添付しております。４ページのほう

で説明をいたします。Ａ４用紙のグラウンドの部分を図面で示しておりまして、全体でグラウン

ド部分が１万285.6平米ありまして、クレイ舗装、黄色部分です。クレイ舗装というのは通常の

土の状態でございます。そちらが3,349.3平米、約33％。芝舗装、緑の部分ですが、そちらが

6,936.3平米、約67％でございます。グラウンドの下に右側の断面図を見てほしいんですが、地

表から約30センチの土の中に排水溝を埋めております。それは三角屋根のように流れるように

なっておりまして、山里側と満名川側に中心からそれぞれ13本ずつ、10メートルピッチで入って

おりまして、水はけをよくする工夫をいたしております。以上、説明を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

 ３番 西平 一議員。 

○ ３番 西平 一 １点だけ質疑します。芝が7,000平米近くあります。その管理についてな

んですけれども、やはり水はどうしても必要かと思うんです。その際に、すぐ近くに湧水があっ
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て、あのガーラは水があるんです。そこから軽く引いていただければ芝の散水等、桶もなくでき

るかと思うんですけれども、そういう自然の資源がございますので、そういうものも適度に使っ

たほうが管理上いいのではないのかなと感じていますけれども、どうでしょうか。 

○ 議長 島袋吉徳 教育委員会事務局長。 

○ 教育委員会事務局長 仲宗根 章 ３番 西平議員にご説明いたします。 

 既に完成しております新しい体育館の屋根を活用しまして、そこから雨水を地下に貯水できる

ようになっております。そちらが63.8トンでございます。グラウンドの東西南北に４カ所、それ

ぞれ散水栓を引っ張っておりまして、そちら水を出すとポンプが自動に回って散水できるように

なっておりまして、満名川ではなくて、雨水を利用した施設をもう既に整備されています。 

○ 議長 島袋吉徳 ３番 西平 一議員。 

○ ３番 西平 一 満名川からではなくて、その湧水ですね。すぐ近くにありますので、非常

にこんこんと、これはもう涸れたことがございませんので、こちらのほうもぜひ記憶にとどめて

いただいて、活用していただければという話でしたので、既にもうそういう計画がなされており

ますので、非常に管理上便利かと思いますので、ひとつまたよろしくお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第49号 工事請負契約の締結について（本部小学校グラウンド整備工事）を採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第49号 工事請負契約の締結について（本部小学校グ

ラウンド整備工事）は、原案のとおり可決されました。 

 日程第18．議案第50号 本部町公共下水道本部町浄化センターの建設工事委託に関する協定の

締結についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。公営企業課長。 

○ 公営企業課長 宮城 忠 議案第50号 本部町公共下水道本部町浄化センターの建設工事委

託に関する協定の締結について。本部町公共下水道本部町浄化センターの建設工事委託に関する

協定の締結について、次のように契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文

雄。 

 記、１ 契約の目的 本部町浄化センターの建設工事委託。２ 契約の相手 東京都新宿区四

谷三丁目３番１号、日本下水道事業団 代表者 理事長 谷戸善彦。３ 契約金額 9,000万円。

４ 契約の方法 随意契約。 



 ― 44 ―

 提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年本部町

条例第31号）第２条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由で

ある。 

 次のページをお開きください。議案第50号資料、本部町公共下水道本部町浄化センターの建設

工事委託概要となっております。完成期限が平成26年３月31日となっております。委託の範囲で

すが、工事概要としましては、土木、機械、電気の一式になっております。次のページ、議案第

50号資料のＡ３版の現況一般平面図をごらんください。水色の部分が国道工事に伴い、道路用地

となる部分です。補償物件としましては流入ゲートの機械・電気設備、引込柱、正門の門扉は移

設になります。その他に樹木の撤去等があります。水色の丸い部分は花壇になっておりますが、

施設が狭くなるということで撤去することになりました。次のページの議案第50号資料Ａ３版の

工事完了後一般平面図をごらんください。黄色部分が工事完了後、一般平面図になります。前か

ら指摘のある格子フェンスですが、補償物件としましては現況復旧になるため、この図面でも格

子フェンスで表示してあります。格子フェンスについては補償費で足りない分について財政と相

談し、環境に配慮したものにしていきたいと思います。以上で説明を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。13番 石川博己議員。 

○ 13番 石川博己 これ随契で、これだけの金額9,000万円、これどうしても今議案として上

がっている日本下水道事業団と随契をしなければ仕事ができないのですか。その理由は何ですか。

これぐらいの事業なら本部の工事社、事業者ができますよ。その財源の内訳も説明してください。

本町持ち出しだけなのか。何でもかんでも一括して向こうに委託をするというのは避けようとい

うことで今までやってきたはずです。随契で向こうと予算を流していて、努めて地元の業者に下

請等、仕事が回るような方策をとるべきだということで議会でも何回も指摘をしてきたはずなん

です。このできない理由何なのか。しっかり説明を願いたい。 

○ 議長 島袋吉徳 公営企業課長。 

○ 公営企業課長 宮城 忠 13番 石川議員にご説明します。 

 財源内訳のほうは移設にかかる費用は原因者負担で沖縄県が100％負担となっています。これ

は平成25年９月５日付で協定済みですけれども、それでもグレードアップ分、フェンスとかを格

子部分から何かほかのものにするのであればグレードアップ部分は町負担となるということです。

何で本部の業者ではなくて、事業団にさせるかということなんですけれども、本工事は浄化セン

ターの接続、運転しながらの工事になるので、浄化センターの正面右側の流入ゲートと左側にあ

るマンホールの処理場の機械に係る施設であるため、工事管理には下水道施設という特殊プラン

トの施設についての土木、機械、電気、下水処理の幅広い知識が必要で、本部町にはそういった

ものがいないということで、また設計書の精査や工事監督など困難なために日本下水道事業団に

委託するということになっています。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午後１時45分） 

 再開いたします。 再 開（午後１時57分） 
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 13番 石川博己議員。 

○ 13番 石川博己 この随意契約なんですけれども、確かに技術的な面で親元になるのはしっ

かりしなければいけないかもしれません。しかし、お互い町を通しての発注事業ですので、町内

業界の皆さん方、そこら辺が受注できる体制をしっかりとるべきだろうと。それが根本にいつで

もなければいけないと思うんです。だから随契でそれだけの金額を投げるのであって、この事業

団に対しても本部の建設業界、土建業界を含めて、管工事、この業界の皆さん方に適正な価格で

の発注と言うんですか、そこら辺ができるようにぜひとも努めていただきたい。町長、答弁をお

願いいたします。 

○ 議長 島袋吉徳 町長。 

○ 町長 高良文雄 ただいまの石川議員のご質疑にお答えします。 

 どういった工事でもそうなんですが、いわゆる随契というのは極力これは避けるべきでありま

す。それはもう当然私、認識しておりますし、あと当然地元発注というふうなことは、これは最

優先でありまして、議員の提言も含めて私ども安易に今後随契だとかいうふうな方法はとらない

ように努力をしてまいりたいなと思っております。先ほど来、課長からこの工事については説明

がありましたとおりでありまして、契約金額の中で、またさらに実際の工事については分離発注

になるかわかりませんが、地元業者が十分に標準単価で工事できるように、このあたりは十分に

配慮しながら事業団と調整をしてまいりたいなと考えております。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 今回のフェンスの移設のありますよね、先ほどの課長の説明で、もし補償

費で足りなければ、環境を配慮した方法も考えたいということをさっと言っていたけれども、そ

のことについては一昨年だと思いますけれども、一般質問の中でこの浄化センターの環境整備に

ついて、前副町長の末吉副町長ともかなり議論をしましたけれども、今回この国道の拡張工事の

フェンスのその時点で検討したいということも答弁もいただいております。そういうことでこの

フェンスの移動になりますけれども、ここについては地域に住むものとして、ほんとにこの浄化

センターは環境整備については全く手を尽くしてないという状況なんです。道路沿い側、ほとん

どでいごの木が枯れたり、老木のモクマオウが枯れてしまってもう透け透けなんですよ、道路か

ら見ても。その場所を何とか、いえば汚いところですよね。もう少し地域に配慮するならば目隠

しをするとか、ブロックで隠すとか、グリーンのそのブロックの色にして、ちょっと隠すとか。

そこだけではないんですよ。それから子供たちの野球場がありますよね。ここの木もほとんど枯

れてなくなっている。フェンスもひねったまま、壊れたまま、後ろ側もそうなんです。中は草が

ぼーぼー生えるし、外側はウォーキングコースになっていますよ、海岸線は。もう私も大体回る

けれども、見苦しくてならない。しかもそこは風向きによると悪臭も発する。こういう状況の中

にあって、どうしてもこの環境整備をしてくれと言ったけれども、国道にかかるので、そのフェ

ンスはその時点でフェンスにするかどうするかを考えたいという答弁をいただいているので、こ

の際にこの一帯の浄化センターの周辺の整備を内側に植栽をするんだったらする。枯れたらもう
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全然植えない。ほんとに施設が中が見えないぐらい隠してもらいたいんです。そうすることが悪

臭も発しないし、見てもほんとに見苦しい。そういう状況なので、このあたりのフェンスの移転

に基づく環境に配慮しての方法というのはどんなことを考えているのか。格子のフェンスではだ

めだと思うよ。もうほとんど中は植栽透け透けですよ。その状況はもうみんながそれは通ってい

ますので知っていると思うので、どういう形で今回これと抱き合わせで整備していくのか。

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 公営企業課長。 

○ 公営企業課長 宮城 忠 12番 大城議員にご説明いたします。 

 先ほども言ったように、今格子フェンスで補償費としてもらっているので、足りない分につい

ては周辺全部財政と一緒に相談しながら、ほんとに環境に配慮した形でもっていきたいと考えて

いますので、よろしくお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 さっきの答弁と何ら変わってないんですよ。ほんとにやる意思があるのか

どうか。財政と相談してやりますなんていうことは、私が最初に聞いているのと全く変わらない

んです。荒れ放題のその浄化センターをどう環境整備していくかということを、根本的なことも

含めて、この際にちょっとはっきりさせてもらいたんですよね。フェンスを移動すればいいとい

う問題だけでもないわけ。この工事案件は、それと全く一体ではないけれども、この際にフェン

スについては全く関係があるので、しっかりとしたそのフェンスを補償でできなければ、どうし

たいんだということまで、しっかり考えてやっていただきたい。ブロックを積み上げてもいいん

じゃないですか。隠れる程度は、浄化センターを隠す程度は。名護の浄化槽なんか行ってみてく

ださいよ。しっかりとぎっしり植栽していますよ、外のほうはブロックも合わせて。まちの真ん

中でしょうが、あの場所は。福祉センターがあるし、周囲にはレストランがあるし、地域や住民

の住宅地ですよ。全く荒れ放題、手をつけようとしない。この際に国道拡張と同時にフェンスの

問題と絡めて、この一帯の環境整備についてはしっかりやっていただきたいと、町長ちょっと答

弁をお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 町長。 

○ 町長 高良文雄 大城議員のご質疑にお答えします。 

 この件につきましては、以前から私も承知をしております。議員言われるような今いいチャン

スではないのかというようなこと等も理解できます。特に今の状況、あるいはまたこの二、三年

前、台風でも大分やられまして、樹木がですね、枯れたり、枝が倒れたり、またフェンス自体が

破損したり、倒れたりとか、特にあじまーのところから社協のほうも含めて、非常に地域環境で

は見苦しいというのか、何かそういった意味ではそぐわないと、地域にですね。そういうふうな

今環境になっております。言いわけではございませんが、これまで私が来ましてからも、いわゆ

る海洋博時点で下水道施設を完備して、今日に至っているわけですが、平成十六、七年ごろから

本体のほうも全面改修を計画して進めてきて、ほぼ終了しております。その間に二十七、八億円
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の膨大な予算も投入をしております。それはご案内のとおり、全面国庫ではないものですから、

下水道事業の会計も非常に苦しい中できて、やっと少しは周辺整備、いわゆる整備に向けて段取

りができるのかなというような時期にも来て、もう過ぎているような感じもいたしますが、いず

れにいたしましても、地域のご意見も参考にしながら、また皆さんのご意見も参考にしながら、

例えばフェンスと低木で見苦しくないような形だとか、あるいはまた台風や災害に強いような形

の面での周辺整備だとか、あるいはまた、この施設内に駐車場も何とか少しはつくれないのかと

いうような議論もしております。今全面改築がほぼ終わりますので、その辺も含めてですね、ぜ

ひやる気は満々でございますので、ぜひ財政とも相談をしながら取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、ひとつよろしくご理解をいただければと思っております。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 今の町長の、真剣に考えてみたいというご答弁でしたので、ぜひそういう

方向でやっていただきたいと。先ほど駐車場の話もありましたが、確かに福祉センター側から駐

車場として十分使えると思うんです。テニスコートが２面もあったんですよ。そこらあたりもま

だ、そのまま活用もしないし、今の状態でこういう浄化施設だから、これだけの施設が、敷地が

要るのかなと。そこはまた施設との環境との問題もあるので、ただ駐車場をつくればいいという

問題なのか、もう少し環境緑化、浄化すべき面積もあるだろうと思うので、その辺は十分に考え

ていただきたい。それは財政との問題であるならば、潰れ地の用地の買収もあるだろうし、用地

の補償もあるだろうし、それに対して私はやっていけるものだと思っていますので、ぜひ町長、

これは考えてください。よろしくお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。まず、本案に対し反対討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 反対討論がないようですので、次に賛成討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 賛成討論もないようですので、これで討論を終わります。 

 これから議案第50号 本部町公共下水道本部町浄化センターの建設工事委託に関する協定の締

結についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第50号 本部町公共下水道本部町浄化センターの建設

工事委託に関する協定の締結については、原案のとおり可決されました。 

 日程第19．議案第53号 平成25年度本部町一般会計補正予算についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。 
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○ 総務課長 上原新吾 議案第53号について説明いたします。 

 議案第53号 平成25年度本部町一般会計補正予算について。平成25年度本部町一般会計補正予

算を別紙のとおり提案し議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 ３枚目をお開きください。平成25年度本部町一般会計補正予算。平成25年度本部町一般会計補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ２億9,989万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75

億7,217万2,000円とする。２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。（地方債の補正）第２条 

地方債の追加及び変更は、「第２表地方債補正」による。 

 それでは事項別明細書の説明のほうで説明をしていきたいと思います。歳出のほうから説明を

していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。事項別明細書の６ページ、７ページ

をお開きください。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、13節委託料174万9,000円の

減額、14節使用料及び賃借料174万9,000円の増、これは予算の組み替えでございます。これはコ

ンピュータシステムのセキュリティ監視機器の部分を委託料から使用料及び賃借料に予算の変更

でございます。５目財産管理費、18節備品購入費576万7,000円、説明の車両購入費でございます。

これについては現在総務課で管理している車両がございます。これは主に総務課、企画政策課、

住民課、税務課、保険予防課等で使用している車両でございますが、現在３台廃車する予定にし

ております。現在でもちょっと仕事で外勤とか、足りない状況がありますので、今回この576万

7,000円については軽自動車２台、乗用車２台、乗用車のうち１台はハイブリッドカーの車の計

４台を購入予定の予算でございます。６目企画費、19節負担金補助及び交付金670万1,000円、説

明のほうの北部広域市町村圏事務組合負担金170万1,000円ですが、これについては北部連携事業

の部分です。これは広域圏事務組合が行う北部連携事業の採択部分のやんばる観光連携事業及び

北部交通体系基本計画策定のための事業、公費がするんですが、それが市町村の持ち分に応じて

の今回補正で本部町の負担分についての補正でございます。その下の説明のコミュニティ助成事

業補助金、これについては崎本部公民館建設に伴う補助金でございます。当初予算で1,500万円、

今回９月補正で500万円、当初1,500万円についてはコミュニティ助成事業、プラスこの500万円

については一般財源からの500万円、計2,000万円の建設に伴う補助金になる予定でございます。

９目基金費、25節積立金１億30万5,000円、説明のほうの財政調整基金積立金１億円、財政調整

基金の積立基金については、平成24年度末で４億円、今回補正を１億円いたしますと、平成25年

度末については５億円の財政調整基金の積み立てになる予定でございます。ちゅらまちづくり基

金積立金の30万5,000円については、７名の個人からの寄附金の積み立てでございます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。２項徴税費、２目賦課徴収費、13節委託料230万

3,000円、説明の標準値不動産鑑定委託料、これは平成27年度の評価替えに向けた標準宅地の土

地の評価替えに係る部分です。43地点の調査を行う予定の委託料でございます。 

 10ページ、11ページをお願いいたします。３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、
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13節委託料564万8,000円、説明の住民基本台帳ネットワーク機器更新委託料、同じく564万8,000

円でございますが、これについては国からの指導で現在の機器が古くなっておりますので、６年

ごとにこの機器を更新とするという予定になっております。その部分の補正でございます。 

 12ページ、13ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、

13節委託料、説明の福祉センター管理委託料49万1,000円でございますが、これは福祉センター

への高圧引き込みの修繕費として49万1,000円を委託料として増額補正の予定です。15節工事請

負費、福祉センター空調設備取替工事費でございます。これについては111万8,700円、これは福

祉センターの多目的イベントホールの空調設備の取りかえ工事の予定でございます。３目老人福

祉費、13節委託料75万6,000円、介護保険システム更新委託料75万6,000円、これは先ほど戸籍住

民基本台帳のほうで説明いたしました住基システムの更新に伴い、介護保険システムが住基シス

テムと連動しておりますので、そのシステムも75万6,000円をかけて更新をする予定でございま

す。19節負担金及び交付金30万円、説明のほうの介護緊急整備特対事業補助金30万円、これは介

護施設の火災報知器及び通報装置の設置に対する補助金でございます。100％県補助金でござい

ます。県補助金でそのまま介護事業所が火災報知器、通報装置を設置するものに使うということ

でございます。繰出金119万5,000円の減額ですが、これは説明の後期高齢者医療特別会計事務費

繰出金、減額ですが、これは平成24年度剰余金の精算部分、それと還付金等に伴う減額、その部

分を繰出金から相殺いたしまして119万5,000円減額しております。４目障害者福祉費、20節扶助

費132万6,000円、計画相談支援の132万6,000円でございます。これは障害福祉サービスを受けて

いる方々の利用計画を作成するための相談支援にかかる費用でございます。132万6,000円の財源

の内訳は50％が国から、残り25％が県補助、町の一般財源といたしましては25％の一般財源でご

ざいます。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、19節負担金補助及び交付金1,125万円、説明

の保育所整備事業補助金1,125万円ですが、これは法人保育所、ゆい保育園の分園のための施設

整備にかかる補助金でございます。補助金としては1,125万円ですが、事業費自体は1,500万円の

予定でございます。1,125万円のうち県の補助金が750万円、町の持ち分として４分の１、375万

円、法人保育所が375万円、合計で1,500万円の事業で分園の施設を整備するという予定でござい

ます。 

 続きまして、16ページ、17ページお願いいたします。４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境

衛生費、13節委託料374万9,000円、委託料、本部町墓地実態調査業務委託料374万9,000円、これ

は登記簿と、さらには現地調査を行って、本部町の墓地の分筆を作成する予定でございます。そ

れを作成した後に本部町の墓地行政に生かしていきたいというふうに考えております。 

 18ページ、19ページをお願いいたします。２項清掃費、１目清掃総務費、19節負担金補助及び

交付金3,575万7,000円、説明の本部町今帰仁村清掃施設組合負担金3,575万7,000円、これは平成

24年度決算が２億1,300万円余り、約4,500万円余り補正としては増えている状況でございますが、

なぜ増えたかと言いますと、これは平成25年度、平成26年度で清掃施設組合でし尿処理施設の改

良事業を８億円余りかけて事業を行う予定でございます。平成25年度で事業費として約８億500



 ― 50 ―

万円余り、平成26年度が630万円余り、平成25年度がほぼこの事業費の大まかですね、その部分

の一般財源として約9,500万円余りの一般財源が必要になってきます。８億円余りの事業をする

ためにですね、その部分で本部町と今帰仁村の持ち分、それぞれ増えておりますので、今回本部

町の持ち分として昨年より4,500万円余り増えている予算という形でございます。 

 20ページ、21ページをお願いいたします。５款労働費、２項労働諸費、３目地域雇用創造事業、

13節委託料2,148万3,000円の減額でございます。これは６月補正で一旦上げておりましたけれど

も、この減額になっている部分については事業を取りやめたということではなくて、事業の執行、

新規雇用等がおくれているために減額等になっております。この説明のほうの下から２行目、一

番下の行については追加での新しい事業でございます。下から２行目の本部町発皮革製品開発・

販売強化事業委託料519万4,000円については、これは皮革製品、本部牛の皮革を使用した製品の

開発等を行っていきたいということでございます。３名雇用予定にしております。アセローラ化

粧品の販売拡大についても、これは３名、同じく雇用予定でございます。 

 続きまして、22ページ、23ページ。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、この

農業委員会費については、ほとんど県からの補助金で農地円滑化制度という補助金を使ってやる

事業でございます。ただ、その中で旅費のほうで説明のほうの真ん中あたりに委員研修旅費とい

うのは、これは一般財源でございます。それは91万3,000円なんですが、今回委員11名、福岡県

に研修を行っていくという予定にしております。 

 24ページ、25ページをお開きください。３目農業振興費のほうですが、その中では委託料から

17節の公有財産購入費までについては委託料のほうで農業用水施設整備設計委託料、工事請負費

のほうでは農業用水施設整備工事費及び農林水産施設整備工事費という項目に分けられています

が、この２つの事業を行っていこうと。これについては資料のほうを添付しているかと思います。

予算書の次のほうにですね。位置図として資料を添付しているかと思います。農業用水について

はその部分の農業用水確保のための事業でございます。それと農林水産施設の工事については、

これは公園の給水施設の工事を予定しております。19節負担金補助及び交付金1,378万3,000円、

説明の下から２行目、新規就農一貫支援事業補助金、当初予算等でも新規就農事業というものが

ございますが、これは名前が似ているんですが、その事業とは違いまして新規就農一貫支援事業

ということで、今回はトラクターを２台、平張ハウス561平米を、これは事業費として事業とし

てやる予定でございます。1,173万5,000円、これについてはすべて県からの補助金でございます。

そのほかにも農業者が366万9,000円を持ちます。全体としては1,500万円余りの事業の予定でご

ざいます。この説明の一番最後の下、有害鳥獣駆除対策事業補助金、これは午前中に条例のほう

で出ました買い取り制度の部分です。カラス１羽について1,000円で買い取る。補助金について

は70％、160万円が県からの補助金、こちらの一般財源の持ち出しとしては60万円の一般財源の

持ち出しという形でございます。４目畜産業費、18節備品購入費650万円、説明の備品購入費ホ

イールローダー購入費650万円、これは畜産用の機械の購入費でございます。補助率としては６

分の５、これは県からの補助金がございます。650万円のうち６分の５ですので、541万6,000円
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は県からの補助金で賄っております。19節の負担金補助及び交付金2,908万9,000円、説明の肉用

牛生産振興特別対策事業補助金2,908万9,000円、この事業は法人のもとぶ牧場、富士ファームが

事業を行う予定にしております。これもトラクター類の機械を購入する事業でございます。23節

の償還金利子及び割引料331万7,000円、畜産担い手育成総合整備事業償還金331万7,000円でござ

いますが、これは前年度もとぶ牧場が県のほうに多く払い過ぎていたお金をそのまま県からその

ままの金額をとりまして、それをもとぶ牧場へ支払うという金額でございます。５目農地費、15

節619万3,000円、説明のほうの団体営ため池等整備工事費となっておりますが、これはニュータ

カシホテルに上る農道がございますが、そこののり面がよく雨等で土砂等が流れて今、危険な状

況でありますので、そこののり面の工事費ということで、今回補正でございます。当初事業費と

して約5,900万円、今回の補正、これは用地のほうもありますが、事業費として6,800万円余りの

事業費になる予定でございます。17節の公有財産購入費、これは団体ため池等が381万4,000円ご

ざいます。この事業に充てるためのものでございます。 

 続きまして、28ページ、29ページお願いいたします。３項水産業費、２目水産振興費、18節備

品購入費103万5,000円、これは浜崎漁港の点滅灯の購入費でございます。約８基の点滅灯が切れ

たり、切れかかったりしておりますので、その部分の取りかえ部分でございます。19節負担金補

助及び交付金300万円、説明のかつお節加工事業補助金、これは本部漁協組合のほうにかつお節

の原料費が高騰しているということで、この分補助金を流してかつお節生産を行っていくという

予定にしております。 

 32ページ、33ページをお願いいたします。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、13

節委託料103万3,000円、説明の備瀬馬場分筆測量業務委託料、これは備瀬の馬場の部分ですね、

ちょっと幅も広いんですが、現在里道となっております。それを分筆いたしまして、公衆道路部

分とその他の部分に分けて分筆をすると。その他の部分については備瀬区とよく相談をして、管

理をしていこうという考えで今回この分筆測量業務委託料を補正として計上しております。 

 34ページ、35ページをお願いいたします。２項の道路橋梁費、３目の道路新設改良費でござい

ます。15節工事請負費1,822万5,000円、これも添付資料として地図を添付しているかと思います。

防護柵、道路舗装という地図を添付しています。その部分の工事費、また防護柵の設置工事等で

ございます。ちょっと言い忘れましたけれども、町内道路舗装工事と先ほどの６款のほうでやり

ました農業用水と農林水産業施設の事業がございますが、これが約8,000万円余りありますが、

その部分については今回国からの臨時交付金の7,000万円余りの歳入がございます。その部分を

使って農業用水さらには町道舗装工事をやっていきたいというふうに考えております。 

 36ページ、37ページをお願いいたします。この部分の2,500万円の減でございます。それは平

成24年度の公共下水道特別会計決算の剰余金のうち、2,900万円のうち2,500万円を相殺いたしま

して減額措置しております。 

 40ページ、41ページをお願いいたします。９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、19節で

説明のほうの本部町今帰仁村消防組合負担金785万1,000円、この部分は昨年度、平成24年度北部



 ― 52 ―

連携事業で採択された今帰仁分遣所の改築工事事業が、これが平成24年度末３月に入って、遅く

からの事業採択でございました。その部分の予算措置が本部町も今帰仁村もされておりません。

その部分の予算措置が約716万9,000円、それと平成25年度分の68万2,000円の本部町今帰仁村分

の持ち分に応じて今回補正をしております。 

 42ページ、43ページをお願いいたします。10款教育費、説明のほうの一番下、本部高校・教

育・文化・スポーツ活動支援金150万円、これについては例年どおり、オキハムからの寄附金を

希望した形でそのまま本部高校のほうに支援金として援助していこうということでございます。 

 それでは歳入のほうですね、若干歳入はほとんど今言った事業部分の持ち分に応じての増減等

を行っております。ただ、先ほどちょっと言いました２ページ、３ページの15款国庫支出金、２

項の国庫補助金、総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金7,088万8,000円、地域活性化・雇用

創出臨時交付金でございます。この7,000万円余りのものを先ほどの農業用水施設整備、農林水

産施設整備、さらに町道等の工事費に8,000万円余りの事業費に充てているということでござい

ます。以上で説明を終わります。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午後２時41分） 

 再開いたします。 再 開（午後２時52分） 

 これから質疑を行います。８番 崎浜秀進議員。 

○ ８番 崎浜秀進 １つだ確認をしておきたいと思っております。25ページ、建設課長、公有

財産購入費の中の農免農道用地費（未買収用地）の部分、これについてゴルフ場近くの用地なの

かが１点と。それから用地面積、その金額、これは384万1,000円は下のほうのため池等整備用地

費を含めての金額だと思うんですけれども、単独で未買収用地の金額についてお聞きしたいと

思っています。 

○ 議長 島袋吉徳 建設課長。 

○ 建設課長 屋富祖良美 ８番 崎浜議員にご説明いたします。 

 25ページの公有財産購入費、辺名地地区の農免農道用地ですね、これがゴルフ場の箇所と、最

初のころは３筆ということでやってあったんですけれども、２筆増えまして、その分が２万

7,000円増えて、５筆の面積が594平米、金額にして26万5,201円となっております。ゴルフ場近

くと、あと崎本部の部落の近くの県が整備した農免農道の用地買収できなかった箇所の用地費で

ございます。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。３番 西平 一議員。 

○ ３番 西平 一 15ページお願いします。児童福祉関係ですけれども、分園事業を行うとい

うことですけれども、その定員恐らく30名だと思いますけれども、それぞれの人員基準、ゼロか

ら４歳児までの何名、ゼロ歳何名なのか、１歳児何名なのか。それとあわせまして認可申請書

等々を含めて、もう既にやられているかと思いますけれども、いつごろ事業をスタートされるの

か。恐らく待機児童対策の一環としてやられることだと思っておりますけれども、その辺のとこ

ろ少しお聞かせ願いたいということと。もう１点は、30名ですと、単純に申し上げますと大体
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3,500万円から4,000万円ぐらいの予算になるのかなと。予算規模等も含めまして少しわかるよう

でしたらば教えていただきたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 福祉課長。 

○ 福祉課長 崎原 誠 ３番 西平議員に説明いたします。 

 分園についてですが、先ほども説明ありましたように、ゆい福祉会のほうが分園を予定してお

ります。30名ですね。ゼロ歳児が６名、１歳児が12名、２歳児が12名、合計30名で現在予定して

おります。認可については、これからの申請になっていきます。現在のところは県のほうと事前

協議を済ませた段階であります。開始については当初年度内の開始を目指していたんですが、県

の補助金の関係とか、あとは保育所のほうの職員、保育士の確保ですね、それも含めて現在調整

を今進めている最中です。運営費について、ちょっとまだ福祉課のほうで試算が出ていないもの

ですから、次回までに知らべておきたいと思います。 

 施設整備改修、今回の分園については賃貸物件の改修という県の補助メニューの活用になって

おります。既存のゆい福祉会がもともとやっていたひまわり保育園の跡地ですね、向こうの改修

によって分園を予定しておりますので、約1,500万円の事業費となっております。 

○ 議長 島袋吉徳 ３番 西平 一議員。 

○ ３番 西平 一 やはりゼロ、１、２歳児ですね。できればたくさん今待機児童がいらっ

しゃいますので、年度内可能であるならば是が非でもやっていただきたいなと思っておりますし、

それから保育士の確保なんですけれども、それは大変厳しいという状況ではあろうかと思います

けれども、早め早めで確保されて、定員割れのないように30名でスタートできるような体制で

もってやっていただければ非常にありがたいと思っていますので、ひとつよろしくお願いします。

以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。10番 仲間厚洋議員。 

○ 10番 仲間厚洋 11ページの住民基本台帳ネットワーク、住基カードにかかわるものだろう

と思うんですけれども、この発行率と言うか、交付率どの程度のものになっているのかですね。

今はそのカードがなくても発行可能になっているようなんですけれども、発行率、交付率、それ

の高によって財政的な国からの支援に何か影響が出てくるのかどうかという点ですね。 

 あと17ページ、墓地実態調査の件ですけれども、町としてどのようなプラン、計画のもとにこ

の調査を始めていくのか。そのプランがあれば教えていただきたい。あと委託先はどちらになる

のかですね。そしてあと374万9,000円、その積算の根拠は何なのか、教えてください。 

 あと21ページ、本部町発の皮革製品なんですけれども、これは既存の職人がいらっしゃるよう

なんですけれども、そこへの委託になるのか。 

 あと25ページ、新規就農一括支援事業補助金、この補助の対象者、どういう形で選定をしてい

くのか。お教え願いたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 保険予防課長。 

○ 保険予防課長 仲榮眞 修 10番 仲間議員のご質疑に対してお答えします。 



 ― 54 ―

 今回本部町墓地実施調査業務につきましてなんですけれども、ご質疑の内容といたしまして、

それを受けての今後の計画、今回の委託先、あるいは積算の根拠ということで、まず実態調査業

務についての質疑について、委託先につきましては、これから業者を選定しまして指名競争入札

で委託先を決める予定です。積算の根拠ですけれども、現地調査用の地図を作成します。その調

査費は約20万円程度、地図上で墓地と書かれている表示がある部分とか等を絞って、現地のほう

に調査も含まれているものですから、それが約200万円余り、最後にとりまとめ費用を含めて、

墓地の分筆の作成のとりまとめ費用を含めて150万円余りという形で、計370万円余りの積算に

なっております。この墓地実態調査ののちに、来年度ですけれども、一括交付金を活用しまして、

仮称ではございますが、本部町墓地基本計画策定業務にとりかかろうと考えておりまして、１年

かけまして今年度実態調査に基づいた内容をもとに、墓地の施策等の基本目標を設定するんです

けれども、それの中で策定委員会の設置であるとか、あるいは住民へのアンケートをもとに、最

終的に墓地の集約化、例えば公営墓地を整備するとか、あるいはそうでないまでも墓地区域の指

定をするとかというような形で、策定業務で方向性を示していきたいと考えております。以上で

す。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午後３時05分） 

 再開いたします。 再 開（午後３時05分） 

 商工観光課長。 

○ 商工観光課長 宮城 健 10番 仲間議員にご説明いたします。 

 先ほどの質疑の本部町発皮革製品開発・販売強化事業委託料に関しては、本部町字山川にある

海洋博手前のほうですね、革人（かわんちゅ）さんへの委託事業となっております。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 10番 仲間議員にご説明いたします。 

 新規就農一貫支援事業補助金、選定の方法ということですが、今回補助事業で補助金を補助す

る方としては２名、町内の若い新規就農者２名、野菜農家と畜産農家の２名になっておりますが、

選定した方法としましては、まず町のほうからその事業の、こういう事業がありますという広報

誌ですとか、あと区長会などでその事業の説明、あるいはまた農業者のいろんな会議とか、集会

とかありますので、そういうところでこういう事業がありますという呼びかけをやっております。

それに対して２名の応募がありまして、その応募者の経営計画、それを審査しまして、今回２人

とも採用という形で選定してあります。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午後３時07分） 

 再開いたします。 再 開（午後３時13分） 

 住民課長。 

○ 住民課長 上間辰巳 10番 仲間議員にお答えいたします。 

 今、現在ですね、交付率なんですけれども、交付率が20％です。それでペナルティはあるかと

いうことなんですけれども、ペナルティは一切ありません。 
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○ 議長 島袋吉徳 総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 10番 仲間議員にご説明いたします。 

 今回この住民基本台帳ネットワーク機器の更新600万円余り、６年に一回出る予定でございま

すが、これについては補助金等そういうものはございません。国の言っていることは既に普通交

付税で措置しているということでございます。 

○ 議長 島袋吉徳 10番 仲間厚洋議員。 

○ 10番 仲間厚洋 住基カードが20％というのはちょっと意外だったんですけれども、何年か

前ですかね、ほんの数パーセントだったような気がするんですけれども、今はカードがなくても

発行できますよね。身分証明するものがあれば。以前みたいに国のほうも発行率を上げるような

働きかけはやらないんだろうかなと思うんですけれども、私が聞きたかったのは、この交付率が

上がれば財政的に潤っていくのか。交付税が算定されているというのであれば、交付率によって

上がっていくのか。それを聞きたかったんですけれども。 

 あと墓地の件なんですけれども、何かを調査する場合には、何かのプランがあって、それに基

づいて、それに叶うように調査をしていくのが普通だろうかと思いますけれども、その調査結果

を見て、どのようなプランにするのか生かしていきたいと。ちょっと話が前後するような気がし

ないでもないんですけれども、ここにきて墓地問題についてちょっと動きが出てきたのかなと

思っています。ぜひ十分調査して、どういう形をとっていけば本部町の将来に禍根を残さないよ

うな墓地行政をやっていけるのか。十分お考え願いたいと思いますけれども、調査方法として地

図を見るとか、何かそういうお話をされていましたけれども、今、町の評価証明書というのがあ

りますよね。あれコンピューターに打ち込まれていると思うんですけれども、各土地の評価額と

か。これは登記簿上は農地とか宅地であっても、現況墓地とかということで評価されているのも

結構あると思うんですけれども、これはコンピューターで墓地とか、そういったものを打ち込め

ば出てくるようなシステムにはなっていないんですか。そういうシステムがあればとっても便利

だろうなと思うんですけれども、そこのところお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 保険予防課長。 

○ 保険予防課長 仲榮眞 修 まず税の固定資産関係を利用している地籍図に基づいた地目の

抜き出しの件ですけれども、現在墓地であるとかというきちんと登記上の地目と、あるいは現況

での抜き出し等がありまして、正式な墓地が必ず、逆なんですけれども、原野が墓地になってい

るというのが大半になっているものですから、それを踏まえまして、今回先ほど申し上げたとお

り地形図、町税のところのシステムを活用できるのであれば、連携した形でそれを活用したいと

かしながら、まず現況と地目どおりのお墓であるかどうかを図面上で確認して、それをもとに今

回現地に実際にあるかどうかの、要は調査と申しましたけれども、分布とあとはおおよその何基

あるかというのを今回の調査で確認したいと考えております。それに基づいて分布状況と個数を

もとに、先ほど仲間議員からもおっしゃったんですけれども、それをもとに今後の墓地の集約化

の方向性について、次年度、集約化に向けての策定について進めてまいりたいと考えております。
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以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 10番 仲間厚洋議員。 

○ 10番 仲間厚洋 住基カード、発行率、交付率にかかわらず、交付税には影響しないという

理解でいいわけですよね。 

 墓地の調査方法として私が先ほど聞いたのは、コンピューターの中にみんな入っているはずな

んですよね。現況は畑だとか、あるいは宅地だとか、墓地だとか、だからそのコンピューターで

墓地を調査する方法がないのかと聞いているんですよ。例えば墓地を調査したけれども、それを

打ち込めば町内の墓地の地番とかずらっと出てくるのではないかなと聞いているんですけれども。 

○ 議長 島袋吉徳 町税対策課長。 

○ 町税対策課長 松本一也 仲間議員のほうに説明いたします。 

 墓地の電算上での資料が出せないかということの質疑だと思うんですけれども、実際には今、

運用はしておりませんが、システム会社とちょっと確認をとってから対応できるのかどうかとい

うものを確認したいと思いますが、ただ電算上の我々が墓地としての地目、現況の地目と実際の

現場での地目が違う場合があったりもするんです。例えば仲間議員のほうで今いろいろ心配して

いる点在する墓地があっちこっちにありまして、無許可で立てている墓地なんかもあるんですね。

まだ未確認のところもありまして、実際の現況が墓地であるのかどうかというのも我々が把握し

ていない部分もありますので、それも含めて現地調査をするということでありますので。以上で

す。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。１番 具志堅 勉議員。 

○ １番 具志堅 勉 21ページ、皮革製品開発の件で、事業所をお聞きしました。下のアセ

ローラの部分でもお聞かせ願いたいです。それとネット上とか、いろんな部分で申し込みをした

ところ、この２業者が選定されたかと思うんですけれども、何カ所か来ているのであれば何カ所

来ていたということも伝えてほしいし、選定の理由ですね。根拠も聞かせてほしいです。それか

ら100％補助ということで519万4,000円、それから418万8,000円という多額の金額ですので、そ

の辺の期間と金額に関しての期間、それともし、詳細ですね。概算でもよろしいですから知って

いるのであれば教えてほしいです。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 商工観光課長。 

○ 商工観光課長 宮城 健 １番 具志堅議員にご説明いたします。 

 町産品アセローラ化粧品販路拡大事業委託料ですが、委託先については、やんばるイロハさん、

渡久地にあるやんばるイロハさんを予定しております。この事業の内容といたしましては、沖縄

県の経済対策事業の一環、緊急雇用等も一緒に絡んでいるんですが、その事業の一環としてやっ

ております。100％の補助であります。公募の方法についてはホームページ等でインターネット

を使いながら公募という形で呼びかけております。その中で今回は今上がっている２件以外に、

あと覚えている範囲の中ではあと１件あったと思います。それを私たち商工観光課とのヒアリン

グを経て、最終的にはまた沖縄県のヒアリングを経て決定されるというふうな方向になっており
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ます。雇用人数についてですが、アセローラ化粧品販路拡大に関しては３名の雇用を予定してお

ります。皮革製品に関しても同じ３名の雇用を予定しております。期間については１年間を予定

しております。ただ、年度で切りますので来年の年明けて３月では一旦切って、それからまた４

月から継続という形で、約１年間の雇用としてやっております。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 １番 具志堅 勉議員。 

○ １番 具志堅 勉 最後にですね、言い忘れたかと思うんですけれども、金額についての詳

細ですね。大まかでいいですので教えてください。 

○ 議長 島袋吉徳 商工観光課長。 

○ 商工観光課長 宮城 健 １番 具志堅議員にご説明いたします。 

 革人さんへの委託費用でありますが、人件費のほうで約560万円、年間ですね、予定しており

ます。12カ月分の３名分を予定しております。あと人件費以外に関しては皮革製品の現場視察で

あるとか、あとは技術の講習会、それとパンフレット等の制作、多言語でのリーフレットの制作

なんかも一応含めております。今の金額というのが564万円というのは年間の予定でありますの

で、今回計上しております519万4,000円の280万円が人件費、その他の230万円余りが出張旅費と

か、そういった費用に入っております。やんばるイロハさんにつきましては、418万8,000円計上

してありますが、その中で人件費として300万円余り、それとそのほかのイベント出店費用とか、

広告宣伝費用なんかですね、そこら辺で110万円程度を見て、418万8,000円を計上しております。

以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 14番 喜納政樹議員。 

○ 14番 喜納政樹 15ページの保育所整備事業補助金の件について、お伺いいたします。この

事業は先ほど３番議員からあったとおり、今年度の待機児童数の増加に伴う分園の事業だと認識

しておりますが、その中でお伺いしていきますが、現在８月１日、もしくは９月１日現在の本町

の待機児童者数。２点目に次年度の保育の入園児童予測数、あと現在本町にある公立、あと認可

園の入所者数、どれだけ入るかという数を教えてください。もう１点、私は待機児童の根本的問

題の解決の一つは公立の渡久地保育園の改善にかかっているかと思うんですが、その中で現在の

保育士の確保状況、何名いるのかというのと、あともう１点、渡久地保育所自体の施設が長年の

施設によって、かなり老朽化になってきて、現在の認可園に比べてかなり劣悪ではないかという

ような意見も聞いております。その中で施設の整備は今後行われていくのかというこの３点をお

伺いいたします。 

○ 議長 島袋吉徳 福祉課長。 

○ 福祉課長 崎原 誠 14番 喜納議員に説明いたします。 

 現在の本町の待機児童数ですが、９月現在で39名になっております。次年度の予測ということ

なんですが、定員としましては現在400名の定員、先ほど話をした分園が開設されればプラス30

名、430名。運用の際には定員を超えての入所の可能になりますので、ちょっと次年度に向けて

法人保育所等とどのぐらいの人数を受け入れられるかという調整をしてみないと、ちょっとはっ



 ― 58 ―

きりした数字は出ませんが…、今年度と同じような定員を超えての入所ができれば460名前後は

受け入れできるのかなと思っております。現在、町内の保育所の入所者数なんですが、公立、法

人合わせまして、約424名が現在入所しております。渡久地保育所の件なんですが、保育所の確

保については４月から継続して募集をかけている状況ではありますが、なかなか申し込みをして

くる人がいないという状況になっております。現在も引き続き、募集をしているところです。あ

と施設整備に関してなんですが、現在のところは新たに施設を整備するということでの話は出て

いません。ただ、老朽化というようにいろいろ出てきています。今回補正にも上げているように

排水設備とか、そういうところもいろいろ老朽してきている部分もありますので、そういう要望

を１点、１点確認しながら今、改善していっているところであります。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 14番 喜納政樹議員。 

○ 14番 喜納政樹 この待機児童の問題はこれまでもやってきましたが、やはり保育士の確保

にかかっているということだと思います。今、回答のあったとおり、やはり臨時雇用での保育士

の確保というのは、県どこも保育士というのは不足しているというのはご存じだと思います。な

ので我々も知恵を使って、例えば現在やられていると思うんですが、幼稚園教諭と保育士免許を

一緒にとっている方とか、あと例えば我々役場採用をやりますよね。その際に保育士免許を持っ

ている方を採用するとかというような感じで、よく考えてもらって保育士をどうにか確保するよ

うなことが必要だと思うんです。そこら辺をもう一回お伺いしたいんですが、現在我々職員の中

で保育士免許を持っている子が何名いるかというのと。あとこの保育士免許を持った子を採用し

た場合、これ可能だと思うんですけれども、異動して公立の保育園の保育士を確保していくとい

うような案は当局としてどのように考えているのかとお伺いするのと、もう１点、施設の整備に

ついてなんですが、今言った排水の今回整備すると思うんですが、もう１点、施設の中の例えば

クーラーであったり、そういった子供たちが過ごしやすい環境というのがあると思うんですね。

小学校の中でも扇風機のない中、30度、35度の中で勉強するという例もありましたし、ゼロ歳か

ら５歳の中の子を扇風機、クーラーもない中で保育をしていくというのは問題があるのかなと私

は思います。これは認可園ではすべて完備されていますので、公立の保育園の中でも最低限度の

認可園に合わせるというのは私は必要と思うんですが、そこら辺もお伺いしたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 福祉課長。 

○ 福祉課長 崎原 誠 14番 喜納議員に説明いたします。 

 職員の採用に関しましては総務課との相談にはなっていくんですが、私個人としましてもそう

いうふうにできれば、そういう資格を持った方が町に採用されるということであれば、ぜひ調整

して、そういうふうに進めたいなと思っております。保育士に関しましては現在、渡久地保育所

に配置されている職員だけが資格を有しているものと思われますので、人数としましては職員で

は６名、あと臨時職員のほうで６名、臨時も入れますと12名になっております。あとは施設の整

備なんですが、６月の補正の際に渡久地保育所、全室クーラーがないということで、まず１室、

３歳児クラスの部屋について補正をとって、既にクーラーを設置しております。残った４歳児の
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クラスについても、クーラーを設置していきたいということで、財政のほうには既にもう調整し

ているところであります。また次年度に向けて、渡久地保育所全室クーラー設置できるように調

整していきたいと思っております。その他の整備に関しても保育所の要望が上がってきた際に、

こちらのほうで検討をして、できるだけ法人保育所のほうに劣らないような施設になるように努

力していきたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 14番 喜納議員にご説明いたします。 

 喜納議員がおっしゃった人事交流ですね、前に名護市とほかの市町村等もだったと思いますが、

保育所を法人化等にした場合、余った保育士等を一般事務のほうに回したということは何遍か聞

いたことあります。本部町でも１件やったことがあります。ただ、職種が全く違いますので、簡

単にこちらも命令で人事交流ができるわけではないです。本人の同意が必要になってくるという

話です。例えばこの人的に余った、余分な職員を抱えている余裕はありませんので、例えば今

おっしゃったような形であれば保育士担当とか、保育所担当の事務とか、そういうところに保育

士の資格を持った方等が担当職員としていた場合にはうまくいくのかなという形には考えはあり

ます。前にも保育士から我々のほうに保育士担当として職員を一度事務方として異動した経験は

ございます。 

○ 議長 島袋吉徳 14番 喜納政樹議員。 

○ 14番 喜納政樹 今の総務課長の回答のとおり、人事交流というのまでは私は今考えてはい

なかったんですが、今言ったとおり方法としてはいろんな方法を使って、保育士の確保に努める

というのが我々、今県内どこの市町村もそれを必死にやっているところでありますので、ぜひ考

えていただきたいと思っておりますので、次年度もこういった待機児童が出ないように努めてい

ただきたいと思います。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 副町長と農業談議をしてみたいと思います。よろしくお願いします。25

ページ、新規就農一貫支援事業補助金についてですね。先ほど休憩の中で副町長のほうから少し

説明ありましたけれども、やはり就農をするにはいろんな機械とかそういったものも必要になっ

てくるというような説明をしておられて、またさっき課長の説明ではこの561平米という説明が

ありましたけれども、ちょっと確認したいんだけれども、561平米以上ということなのかな。561

というのはどういう根拠だったかな、産業振興課長、そのほうもうちょっと。それと総事業

1,500万円と、その中の1,173万5,000円が計上されているけれども、その事業の内容について規

模とか、どういうものを対象にしながらその補助をしていくのか。そのあたりの内容等について

もう少し、私聞き漏らしたかどうかわからないけれども、そのあたりもう少し説明してくれませ

んか。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午後３時43分） 

 再開いたします。 再 開（午後３時44分） 
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 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 農業に関しては、畜産も一緒だけれども、ほんとに国県の至れり尽くせり

の支援事業があると。例えば就農561平米、170坪、その規模でほんとに新規就農者として経営し

ていけるのかなという思いがまず出ます。国策としても規模を拡大していこうと、農業経営とい

うのは。こういう170坪規模で新規就農者を支援していくと。それが今後定着していくものかど

うか。去年もその事業あったのではないかね。ありましたかね、副町長。ありましたよね、その

辺の成果についても一応、例えば自立をさせる意味で、その事業を組むと思うけれども、単年度

で、またそれとも継続してこの事業を受けられるのかどうか。１年しかできないと、その後は自

立していくという意味がないと、就農者を育てる意味にはならないわけです。どうもその制度、

国の国策とどうもそこを私は意に介しないなという思いがするわけです。ほんとに170坪という

規模で農業をしていけるものかどうか。野菜であっても、その辺はハウスだと言いますけれども、

かなり疑問を持つ。トラクターかな、その170坪がすべて農地では、ほかにも借地もあるだろう

けれども、そのあたりの事業の内容について、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 副町長。 

○ 副町長 平良武康 12番 大城議員のほうに説明いたしますけれども、そもそもこの事業の

趣旨ですけれども、ご承知のとおり、国内農業、農村が今ある意味では非常に危機的な状況にあ

るんだと思っております。なぜかと申しますと、次の担い手が激減しているという現状にあると。

その背景の中でこの一貫支援事業というものが構築されているわけですけれども、先ほど国の施

策によって、給付金の事業がありましたけれども、それに一つは附帯する形で今回の一括交付金

を使った一貫支援事業といったようなことで、対象者については今後地域農業を担っていけるよ

うな人材に絞り込んで、集中的に支援していきなさいといったような国、県の指導の中で対応し

ております。そして要件ですけれども、１つは金額の要件がありまして150万円の支援事業、給

付金がありましたけれども、それと合わせて初期投資を支援していこうと。初期投資については

全額はできませんで、事業費ベースで1,000万円といったような頭打ちがあります。ついては補

助金ベースで800万円というような事業費の頭打ちがありまして、その中でビニールハウスで

あったり、そしてトラクターであったりといったような必要な装備を整備するといったようなこ

とになっております。今回のケースなんですけれども、野菜農家についてはトラクターとビニー

ルハウスを一体化して1,000万円の中、そして補助金ベースで800万円で装備していきますといっ

たようなことで、それからはみ出る分については自己資金対応になるというようなことがありま

す。先ほどありましたように、じゃあそれだけの面積の中で経営が保てるかといったようなこと

ですけれども、露地面積も含めて、施設だけではなくして、露地の面積も含めて将来の経営計画

として最低限度のベースとして175万円の農業所得、いわゆる経費を引いた農業所得ベースで最

低175万円だと記憶しておりますけれども、それを確保するような経営計画を立案して走りなさ

いと、それが事業採択の要件ですよといったようなことの要件があります。いずれにせよ、トラ

クターなども使えますので、年間のトラクターの稼働率などがかなり論されますけれども、それ
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を考えたときに全体面積にしてもたしか２ヘクタールぐらいだったと記憶しているんですけれど

も、露地も含めて、それぐらいの面積は将来計画として集積していって、経営として自立化して

いくような目標を持っていただきたいと。そういった事業内容になってございます。いずれにせ

よ、当該事業を有効に活用するといったようなことは我が本部町にとっても重要なことだろうと

思っております。ちなみに、当該事業について事業のシステムとしては去年から営農推進課所管

でやっておりますけれども、去年は北部地域は１件もございません。ただ、本部町が事業実施主

体、花卉農協ベースが事業実施体になって、１カ所だけのみ本部町にあります。今回、平成25年

度事業につきましては本部町が２名の農家、そして恩納村がたしか１カ所と、あと別の市町村は

ないといったようなことで、事業導入についても各市町村の取り組みに濃淡がありまして、我が

本部町にあっては町の持ち出しもなくして80％の県枠の事業がいただけるわけですから、積極的

に今後取り組んでいきたいとこう思っております。同時に最後になりますけれども、県としては

平成28年だったと思うんですけれども、10年間は継続していきたいといったような意向を持って

おります。以上でございます。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 今、説明を聞いてよく理解できました。やっぱり遊休農地がかなり増えて

いく中で、遊休農地と言うのか、耕作放棄地と言うのか、かなりこういう土地が私どもの本部町

にも出てきました。こういう大型機械も入れて、年間170万円というのを決して大きい数字では

ないんだけれども、これだけの農業収益を上げるという、まずはノルマと言うのか、目標等があ

るのかな。指導的な数字でありますけれども、そういうことでこのハウスだけではなくて、ほか

にも露地の農地を持って農業を経営していくという意味のことだと私は理解しましたので、ぜひ

そういう補助事業があるならば積極的に出て、１農家に800万円の補助を与えて農業をしてみた

らどうかと、トラクターも買ってみたらどうかという制度は、これはそんないい条件はないと思

う。だからいい事業なので積極的に事業を取り入れて、若い人たちの農業を魅力を持たすような

ことで頑張っていただきたいなという思いがします。 

 それとあと１点だけ、29ページ、かつお節の加工事業補助金について、少しお尋ねしたいなと

思います。その事業は、これかつお原料の総仕入れ、総量と言うのかな。何十トンの原料を仕入

れるのか。キロ単価はどのぐらいなのか。もちろん補助申請の中で積算されてきていると思う。

これほんとにどの程度の量を仕入れるのかなと、原料。そしてまた製品にして生産高が幾らなの

かなと。それと生産額、幾らの金額が出てくるのか。そして、そこに生産に従事している従業員

は何名ぐらいいるのかなということを、まず製造業ですから、それは育てるのは非常に大事なこ

となので、またお互いが補助していくという意味からは、やはり費用対効果を大いにお互いが期

待しなければいけないわけです。原料が地元ではないけれども、製造業を育てるために移入の原

料でも買って、製造業を育てるという意味では結構だと思うんだけれども、その製品がまた私た

ちも地元に、その製品が利用できるような消費できるような形でないといけないわけです。そこ

で生産されるものについては当然町内にあるレストランやそういうところで利用できる単価に
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なっているのかどうか。いえば業務用というタイプです。小袋はいろいろスタイルがあるけれど

も、その業務用というのが一旦こういうレストランとかホテル、そば屋だとかいうところで、ほ

んとに使えるようなその価格調査もしただろうと思うので、このあたりはどうだろうか。せっか

くそれだけ補助をするわけだから、その分については町民に、業者に還元できるような形でない

といけないと思うんだけれども、まず生産量と金額と、従業員数をどういうことなのかなという

ことをちょっとお聞きしたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 時間を延長します。 

 産業振興課長。 

○ 産業振興課長 伊野波盛二 12番 大城議員にご説明いたします。 

 まず仕入量ですが、今回漁業組合から要望の上がっている補助金の中で、今回の計画としまし

ての仕入量としては50トン、かつおの原料50トン、あと単価ですか、今かつおの単価が大分上

がっていまして、キロ当たり200円前後になっているとのことであります。それから生産高とし

まして、この50トンの原料をかつお節にした場合、6.5トンのかつお節ができます。あと従業員

の数としましては、男性４名、女性３名、合わせて７名がそのかつお節製造に従事しております。

販売価格を従来どおりのキロ当たり1,800円で販売した場合には…、すみません。生産額ですが、

1,850円が今現在の販売価格になっていますので、これで6.8トン販売した場合には売上としては

1,258万円になりますという計画でございます。 

 12番 大城議員に答弁漏れがありまして、補足して説明します。 

 今、本部町内でほとんど消費されてはいるんですが、約９割が消費、本部町内の病院ですとか、

そば屋、あるいはホテル、また小売店、そういうところに漁協のほうから卸を入れております。

あと、価格の調査を今やったところなんですが、業務用として１キロ1,850円で漁協のほうは出

しているんですが、あとほかの製造元からも取っているところの単価を聞いてみますと、鹿児島

から来ているものですと、１キロ1,700円というのがまず１つ。あと宮古、八重山から来ている

ものでは１キロ1,500円、あと粉ですとか、けずり節とかいろいろ形態も違うものですから、粉

ですとキロ当たり漁協が出しているのが1,260円というふうになっております。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 課長、今の件で昨年も補助をやましたよね、かつお節。去年の説明では原

料が150円もしますと。100円までなら何とかコストを合わせて努力をすれば引き合うんだと。50

円はちょっと高いと、コストが。その分補助してもらえないだろうかという話だったと思う。今

回は200円に上がったと。ということはコストからすれば100円も上がっていくと、50トンなら

500万円も跳ね上がってくると。これを300万円で何とかカバーしてくれということになるのかな。

そう理解できるけれども、かなり原料が上がっているわけですよね。だからこれは地元の原料で

はない、移入物であると。本来言うなら第一次産業の製造業というのは原料の価格差を見るんで

すよね。埋めていって、市場で競争できるような価格にしなさいというのが本来、農林水産業の

農林、畜産も含めた、その価格差補てんと。だから今回移入物を使う。ほんとに製造業を育てる
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という意味のことはよく理解できるけれども、これがやっぱり行政から補助をするからには、や

はり一般の市販との類似品と見合いながら価格設定をしていって、できるだけ本部で生産される

かつお節だから、地元で使ってもらうと。大いに使ってもらうという体制を行政も指導していく

べきだろうと、補助している限りは。その辺はしっかりと今後も市場調査をして、町内の業務店

あたりが積極的に自慢して、本部のかつおですよと。全量本部のかつおですよと、自信を持って

言えるような、私は人の事業を批判するわけではないけれども、そのあたりの指導までやっても

らえれば、そばのまち本部町、先ほど90％とかあったけれども、私にはちょっと疑問がある。ほ

んとにこれだけの価格差でもって、さっきの他社との比較もあったけれども、これはしっかりと

市場、類似品とも比較をしながら、皆さんがもし企業努力でもってこのあたりまでは頑張ってく

れと。そして業務店に使わせてくれというだけの指導は行かないと、これはただ丸投げでは私は

いかないのではないかなと。地元の原料なら私はとやかく言わない。その辺の補助金という農林

漁業の関連の製造業の仕組みについて十分理解をしたほうがいいと。金が潤沢にあるわけではな

いですよ、費用対効果を考えれば。十分移入物であれ、製造をして一般市場に合うような大いに

供給していくということは行政の一つの指導、仕事だと思うので、この辺を忘れないようにして

いただきたい。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 副町長。 

○ 副町長 平良武康 12番 大城議員に説明いたします。 

 私自身もかつおの削り、それから粉を含めて、漁協のものを使っておりますけれども、すこぶ

る内容がいいといったようなことで評価をしております。ちょっと余談になりますけれども、先

般のタイムスでのフェアがありましたけれども、タイムスの役員のほうと懇親会もする中で、何

を買い込んでいるのかなと思ったら、漁協が生産するかつお節を買い込んでいると。なぜなのか

といったようなことでお尋ねをしましたら、女房がこれをぜひ買ってきてくれといったようなこ

とで買い込みましたよといったような非常にうれしい話を耳にいたしました。そういったことは

一つの事例なんですけれども、製法についても確かに枕崎からの輸入物ではございますけれども、

あのレンガ造りで、そして薪を使いながら伝統的な製法があるといったようなことですとか、そ

の中で独特の風味などの評価があるんだろうと思っております。いずれにせよ、内外から本部の

かつお節については高い評価があり、ブランド力として年々その知名度を高めてきているんだろ

うといったふうに思っております。一方、ご指摘がありますように移入物であるといったような

こと、枕崎の製品であると元はと、いったようなことが一方に課題としてあるし、そして同時に

また費用対効果の面も課題として残りますけれども、その辺の部分については市況が200円とい

う話もありましたけれども、多分まだまだ安くなるんじゃないだろうかと、また安くなるんじゃ

ないだろうかといったような期待感も先般漁協の組合長を調査したら、そんな話もありましたけ

れども、いずれにせよ、相場も見ながら、そして原料の調達先についても検討をしながら、費用

対効果など、製法についてもそういったものも漁協のほうと十分検討しながらやっていければな

と思っております。いずれにせよ、かつおに係る商品については我が町非常に思いが深いですか
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ら、何とか守り育てることができればといったような思いを強くしております。価格差等につい

てもありましたけれども、なかなかその辺も適正価格はじゃあどうなのとなったときに、一概に

金額が高いからといったようなこともなかなか言えない部分もありまして、いずれにせよ、そう

いったことで現状の中の価格帯の中できっちり物が売れているといったようなことは確かですか

ら、そして、それという物が消費者に貢献しているといったようなことも確かな事実でございま

すので、なんとかその辺は小さい漁協、わずか10名そこらの漁業協同組合がなす加工業でありま

すので、育てきることができればといったような思いを強くしているところであります。そう

いったことで議員の皆さんのご理解も賜りながら、また我々としては漁協の皆さんともよくよく

いろんなことを調査研究しながら対応していきたいと、このように思っております。以上でござ

います。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。13番 石川博己議員。 

○ 13番 石川博己 ２点だけ簡潔に説明を願いたいと思います。９ページ、委託料標準値不動

産鑑定委託料、43カ所という箇所は、数は説明されておりますけれども、これ場所は一覧表か何

かで出してもらえますか。可能であれば知りたいんですけれども。43カ所で鑑定をした結果、そ

の周辺に与える地価評価と言うんですか、それが大分変わってくるだろうと思いますし、そこら

辺はちょっと知っておきたいなという場所がありますので、よろしくお願いします。多分これは

地価評価ですけれども、個人の地価評価をするのか、個人所有の。それとも公的なところをやる

のか、この地域のですね。その点の説明を願いたい。 

 それからもう１点、21ページ、先ほど商工観光課長がこの補助金なんですけれども、１年間か

けてやるということですけれども、予算の性質上、お互い補助金を出すときに１年間分と出せる

んですか、途中で。お互い単年度主義という予算編成の中での拘束があるんですけれども、この

処理の方法をどのように考えているんですか。補助金を出して、１年間これを使えますよという

制度というのが今までなじんできてないはずなんです。３月31日までにはほとんど終わらないと

いけないんですよ。その２点、説明をお願いします。 

○ 議長 島袋吉徳 町税対策課長。 

○ 町税対策課長 松本一也 13番 石川議員のほうに説明いたします。 

 標準値の43ポイントなんですけれども、これにつきましては町内ポイントがもう既に決まって

おります。実は本部町ではこの標準値は一方は路線価というものの標準値を設けているところが

あります。ちょっと場所を示しますと、東、渡久地、谷茶、大浜あたりまでは路線価を批准とし

て、路線価で評価をしております。それの標準値をポイントを打って、そこからその１点を地価

価格の調査をしまして引っ張っていくと、調査を出していくという形にしております。あと山間

部とか、地域地域なんですけれども、そういった形で地価価格の調査をして評価額を決めるとい

う形にしております。地図では可能です。ポイントは押さえてありますので。資料としてもし提

出するということであれば、可能ではあります。 

○ 議長 島袋吉徳 総務課長。 
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○ 総務課長 上原新吾 13番 石川議員に説明いたします。 

 おっしゃるように予算というのは単年度主義でございます。先ほど商工観光課長のほうから説

明したのは、計画ということで、すみません、ちょっと説明が舌足らずだったと思います。あく

までも予算は単年度、次年度に向けても、例えば工事計画とかをやる場合に何年度から年年度ま

でとかいう形で計画とか立てたりしますが、今回補正予算に上げているのはあくまでも３月まで、

今回予算が可決された場合において10月から３月までの部分について追加でやっていくという予

定でございます。１年分というのはまた、再度次年度の当初予算にもし上げて、皆さんの議会の

ほうで可決できればそのまま継続してやっていけたらというふうな計画で今事業をやっていきた

いというふうなことでございます。すみません、ちょっと舌足らずなご説明でございました。お

わび申し上げます。 

○ 議長 島袋吉徳 休憩いたします。 休 憩（午後４時14分） 

 再開いたします。 再 開（午後４時15分） 

 商工観光課長。 

○ 商工観光課長 宮城 健 13番 石川議員にご説明いたします。 

 先ほどの答弁、説明ですが、訂正しておわび申し上げたいと思います。あくまでも半年、３月

までの予算を計上しております。 

○ 議長 島袋吉徳 13番 石川博己議員。 

○ 13番 石川博己 先ほど例の委託料の件なんですけれども、説明をしっかりやっていただき

たい。質疑をやる方はそのようなとり方をしているんです。１年間という説明をしているんだか

ら。１年分ですという話なんです。後で指摘をされて訂正します。そのときに質疑をした人たち

にはどういうことになるんですか、前任者は。多くの議員がこれを指摘していますよね。聞いて

いますよ。そこら辺は十分、今後気をつけていただきたい。 

 それから先ほどの委託料、標準値不動産鑑定委託料、これによってポイント43カ所確定をし、

調査を終わりますと、本町の固定資産の見直しと言うんですが、それはやる予定なんですかどう

か。その点も含めて答弁をいただきたい。といいますのは、お互いの持っている固定資産と言う

んですか、不動産も含めてですよ。個人資産、それが何年にどういうぐあいにして採点されてい

るのかどうかというのが問題なんです。それ見直しがいつごろあるのかもわからない。皆さん方

から通知を来て、固定資産これだけ払ってくれと、払っているのが今実情なんです。ですから10

年に一度は見直しをしますよとか、土地相場というのはもともと動いているのが普通ですから、

そういうための調査なのかどうかというのを説明を願いたいというのと、その場所においては、

この調べた場所から何百メートル離れたら土地はどうなっていますよ、評価はどうなっていきま

すよというのが出てくるはずなんです。この調べた土地からどの範囲内は同一土地の値段になる

のか。そういうのもあるでしょう。そういうものを詳しくちょっと説明を願いたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 町税対策課長。 

○ 町税対策課長 松本一也 13番 石川議員に説明いたします。 
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 今回補正してある標準値不動産鑑定委託料につきましては、平成27年度の評価替えに向けての

作業になっております。その作業の段階で、これは地方税法で決まっているんですけれども、評

価替えの前の年の１月１日現在の地価調査をしなさいということがありまして、今回の調査にな

るんですが、おっしゃるようにこの評価がある程度定められますと、次回の評価替えのときの基

準という形になっていきます。標準ポイントから批准しまして、ほかの周りの宅地や農地なども

評価されていくんですけれども、ただ、それが平米単価でぶっかけられるわけではなくて、土地

の形状とか、起伏のいろんな補正などがありますけれども、こういったものも見ながら補正をか

けて１平米の評価が決まるということになっております。ただ、評価替えの土地だけを調査して

いるわけではなくて、毎年時点修正の評価も行っております。というのも極端に地価が変化した

場合には、極端な場合は評価替えの年だけではなくて、毎年修正しなさいという通達もあります

ので、それも一緒に毎年時点修正の評価もしております。 

○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず本案に対し反対討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 反対討論がないようですので、次に賛成討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 賛成討論もないようですので、これで討論を終わります。 

 これから議案第53号 平成25年度本部町一般会計補正予算についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第53号 平成25年度本部町一般会計補正予算について

は原案のとおり可決されました。 

 日程第20．議案第54号 平成25年度本部町国民健康保険特別会計補正予算についてを議題とし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。保険予防課長。 

○ 保険予防課長 仲榮眞 修 議案第52号を説明いたします。 

 議案第54号 平成25年度本部町国民健康保険特別会計補正予算について。平成25年度本部町国

民健康保険特別会計補正予算を別紙のとおり提案し議会の議決を求める。平成25年９月18日提出、

本部町長 高良文雄。 

 １枚目をお開きください。平成25年度本部町国民健康保険特別会計補正予算。平成25年度本部

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補

正）第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,439万8,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ23億2,655万7,000円とする。２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及
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び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。平成25年９月18日、本部町長 高良文雄。 

 １ページお開きください。第１表歳入歳出予算補正になっています。事項別明細書で説明した

いと思いますので２ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、総括表のほうで簡単

に概略を説明したいと思います。まず、歳入のところですけれども、12款繰越金のところで１億

166万8,000円。続きまして、13項諸収入のところで5,681万6,000円の減額になっております。続

きまして、歳出のところ、３款後期高齢者支援金から４款、５款、６款までが各支援金、あるい

は納付金または拠出金などの負担金の概算交付が確定したことに伴う増減額になっております。

７款共同事業拠出金のところですけれども、これが沖縄県国民健康保険団体連合会のほうである

程度按分率のほうがございまして、そこの按分率のほうが国保連のほうがミスがあったというこ

とで３月22日に訂正文がございまして、それに基づいて修正した結果の補正の増額になっており

ます。続きまして、11款諸支出金のとこで3,200万8,000円の増額になっております。再度、事項

別明細書のところで二、三カ所、歳入歳出それぞれ説明したいと思います。 

 ２ページ、３ページをお開きください。12款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金、１節そ

の他繰越金１億166万8,000円の増です。これにつきましては平成24年度の決算収支等で１億166

万9,917円の決算収支の剰余金がございましたので、それの補正増をしております。続きまして、

下の13款諸収入、４項雑入、６目歳入欠陥補填収入、１節歳入欠陥補填収入のところですけれど

も、当初予算で歳入欠陥補填収入のところ１億円を計上しておりまして、今回歳出のところの相

殺で、先ほどの繰越金からの相殺で5,681万6,000円の残が発生しましたので、この款項目のとこ

ろで減額補正をしております。 

 続きまして、歳出のほうを説明したいと思います。６ページから11ページの間には、先ほど申

し上げております支援金、あるいは納付金、あるいは拠出金等の概算交付決定額が来ましたので、

それに基づいて増減を行っております。 

 14ページから15ページをお開きください。７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高

額医療費共同事業医療費拠出金、19節負担金補助及び交付金、先ほども申し上げましたけれども、

説明のところの高額医療共同事業医療費拠出金のほうですけれども、簡単に申し上げますと、レ

セプト１件80万円以上の医療費がかかった場合、沖縄県全体でこの医療費を賄おうという形で、

国保連のところで一括して支払いをしている制度になっておりまして、その１つであります高額

医療共同事業医療費拠出金のほうで、国保連のほうが按分率のほうがミスがありまして、今回

1,176万5,000円の補正増になっております。続きまして、２目保険財政共同安定化事業拠出金、

19節負担金補助及び交付金、説明のところの保険財政共同安定化事業拠出金、これは30万円から

80万円を超えた以上の医療費と下限が先ほど80万円以下の38万円から80万以下の医療費がかかっ

た分は、同じく全県国保連がまとめて医療費を支払うという制度になっておりまして、これも按

分率の国保連のミスがございまして、今回200万円の補正の増になっております。 

 続きまして、18ページ、19ページお開きください。11款諸支出金、１項償還金及び還付金、３
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目償還金、23節償還金利子及び割引料、説明のほうで償還金利子及び割引料になっておりますけ

れども、償還金3,200万1,000円の中身なんですけれども、これは平成24年度に交付されました国

庫負担金、医療給付費負担金ということの国庫負担金、要は医療費の国の負担金になっておりま

して、それの精算が3,200万8,000円の過大交付がございまして、精算した結果、今年度3,200万

8,000円の償還金が確定しましたので、それに合わせて補正増をしております。以上、平成25年

度本部町国民健康保険特別会計補正予算の説明にかえさせていただきたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 課長、１点だけちょっと確認をしたいんだけれども、今回の繰越金１億

100万円について、かなりの繰り越し、これは平成24年度決算剰余金が繰り越されたということ

になりますけれども、ちょっと確認させてもらいたいんだけれども、その前の繰入金、これは１

ページの明細書の中の11番繰入金３億1,441万8,000円、これには他会計からの繰入金、要するに

基準外が入っていたかな。お互いの健全化の計画の中で１億云々、そのあたりの金額を基準外か

ら繰り入れるという計画があったと思うけれども、この３億1,400万円にはもう入っている。そ

の辺をちょっと確認します。 

○ 議長 島袋吉徳 保険予防課長。 

○ 保険予防課長 仲榮眞 修 12番 大城議員の質疑に対してお答えします。 

 当初予算の際に、基準外繰り入れという形で１億円計上してございます。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 もう既にここに基準外から１億円繰り入れされているわけですよね。確か

に４年間の健全化計画が出て、約４億円ぐらいでしたか。大体１年、１億円近い金額が基準外へ

入れるという計画で議会にも提案し、説明をされて、恐らくそのことについては議会の承認も得

ているんだけれども、本来いうならば基準外の他会計から繰り入れというのは、当初に私は入れ

るものではないと。どうしてもこれは不足という場合については年度末にいって、基準外へ繰り

入れるかどうか。この辺を判断すべきものであり、当然のごとく当初予算から基準外へ繰り入れ

るというふうな予算づくりはこれはいかがなものかなというふうに前にも指摘しましたけれども、

それで今確認をしたら当初予算に入っていますよと、それはいかがなものかなと思う。というこ

とは、今回決算剰余金が１億円あって、これをそのまま繰り越しに入れましたよね。ちょうど同

じ金額ぐらい。例えば言い方を変えれば、この基準外は補正であっても、繰り越しの余剰金が１

億円入ってくるわけだから、あとで補正してもいいんじゃないかなと私はそう思う。今回皆さん

見通しとして、この１億円の基準外と、それと今言う余剰金の１億円を入れないと、単年収支は

合わないのかどうか。その点見通しとしてどうなのか。かなり余剰金は１億円も繰り越してある

ので、この辺のものとの関連はどうなのかなと。どう予測しているのかなと。その辺を説明して

ください。 

○ 議長 島袋吉徳 保険予防課長。 

○ 保険予防課長 仲榮眞 修 12番 大城議員の質疑に対してお答えします。 
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 今年度の１億円の余剰金についてですけれども、決算のほうで後日、説明をいたしますが、前

年度なんですけれども、平成24年度まで過去の分の赤字の補てんを翌年度に精算するという形で

前年度繰上充用金というのが平成23年度までありまして、平成24年度からそれがなかったと。平

成23年度が１億7,500万円の繰上充用があって、平成24年度はそれがなかったということで、そ

れも一つの要因があると。そういった要因もあって１億円余りの剰余金が発生していると。先ほ

ど説明しましたとおり、3,200万円の国からの負担金についての精算払いがあるということも

あって、実質的に今年度でありますけれども、7,000万円ぐらいの余剰金があると。それを含め

て、次年度以降の見通しの件につきましては、現在約1,000万円から2,000万円ぐらいの実質黒字

になる見込みであります。なお、この1,000万円から2,000万円の間の中に今年度も国からの負担

金等々の償還が発生するのではないかと今見込んでおりますので、それを含んだ状態での1,000

万円から2,000万円の実質収支の黒字になるかと考えております。以上です。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 今、単年収支、平成23年度、マスコミで公表されましたよね。それについ

て私は非常に疑問を感じる。例えばあの資料の中に、新聞公表の中には基準外繰り入れについて

は全く触れていないわけですよね。どうもあの紙面を見ると、あれだけ厳しかった本部町の国保

会計が単年収支は黒字になったのかと、錯覚を起こすわけですよね。それで基準外から１億円を

入れたことについて、これが1,000万円ぐらい数字として出たものであって、あたかもお互いが

この事業が健全化に基づく改善されて、これだけ黒字が出たというふうに町民は、それは思われ

ても錯覚されてもおかしくない。だからその辺の数字というのは、私どもは議会だからお互い内

容はよくわかるんだけれども、１億円を入れたから1,000万円が出たのであって、決してこれは

内容的には国保事業は、国保会計は改善をされていない。単年１億円の赤字を出していて持ち続

けている。またその４年間、単年１億円を出そうとしている。この実態はそれはお互いは理解し

ないといけないなと私はあえてそこで申し上げたい。だから総務課長にも聞きたいんだけれども、

当初予算の編成のときに、どうして当初予算にあたかもさっきも言ったけれども、他会計からの

繰り入れを１億円入れて、予算編成にかかるのかと。その途中に繰り越しがあったりと、状況変

化はあるでしょう。それは議会の承諾を得ているわけだから、１億内外を入れることは問題ない

と思うけれども、予算編成そのものに私は安易なところがあるのではないかなと。その辺を強く

指摘しておきたいわけです。それについては私の見解違うのかどうか、ちょっと総務課長の見解

を教えてください。 

○ 議長 島袋吉徳 総務課長。 

○ 総務課長 上原新吾 12番 大城議員に説明いたします。 

 予算編成についていろいろ考え方があると思います。例えば今、国保のほうで平成24年度まで

１億5,000万円の基準外繰り出しをやってきたわけです。この１億5,000万円の予算をある程度計

上しておかないと、一般会計の資金の余裕が実際あるのかどうか。３月にきて１億円とかという

補正を行うのは非常に厳しいまた部分があります。一般会計としてですね。ですから国保会計の
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実質今年、平成24年度の収支は１億円余り出ているものですから、こういう予算編成がほんとに

よかったのかどうかといういろいろ精査しなければいけない部分もありますが、実際国保会計に

ついては基準外繰り出しをやっているものですから、それで１億円余りの剰余金が出るというの

もいかがなものかという考えもありますので、もっと厳しく国保会計の予算については査定とか、

そういう部分で見直しを行いながら一般会計が実質的に基準外繰り出し幾らをやらなければいけ

ないのかという部分も含めて、いろいろ検討をしていく必要があるのではないかというふうに考

えております。 

○ 議長 島袋吉徳 12番 大城正和議員。 

○ 12番 大城正和 今課長がおっしゃるとおり、今までは約七、八年ぐらい繰上充用という制

度を使いながら８億円の金をお互いは、それも処理できないままに引っ張ってきたわけです。国

保はそれだけ厳しいものだということをみんな、議員の皆さんも執行部も重々承知している。だ

から繰上充用という制度を使って、単年でやむを得ないときには一般会計を崩さないでも、次年

度から崩していた、繰上充用をしていた。こういう苦しい中をくぐってきたわけです。だから安

易に当初からとか、約束したらどうかという総務課長の言い方だけれども、それはもう少しシビ

アに取り組んでもらいたい。８億円を消していったさあね。だけれども議会から指摘されたけれ

ども、なかなか一般会計に入れなかった。安易に今回５年間入れてきて、また４年間入れていく

ような予算の編成について、私はいかがなものかなと。完全に他会計は独立会計であって、当初

から持ち出しはいかがなものかなと私は思うので、私の考えを申し上げさせていただきたいと思

います。 

○ 議長 島袋吉徳 町長。 

○ 町長 高良文雄 ただいま大城議員の質疑と、いわゆる考え方について、拝見をいたしまし

た。私も国保については非常に思いがありまして、今立っているんですが、ほんとにおっしゃる

とおり、国保は決して安泰でもないし、この１億5,000万円ずっとこの間、四、五億円ぐらい入

れているとか。数字はちょっとあれですが。これ真水で入れている部分なので、これはもうそう

いった意味では非常に独立採算の原則からいえば厳しい状況なんです。その分を産業振興とか教

育とか、ほかに使えるわけですから、そういった意味では非常に国保というのは今後とも非常に

厳しくなるなという私は感想を持っていて、まずは医療費の抑制、いわゆる健康づくりですね。

それから徴収率のアップ等々を含めて、やっぱり全課総ぐるみでやろうやと。せんだっても庁内

で話をしたところであります。ですから予算の組み方、方法については総務課長からあったんで

すが、当初はどうしてもいわゆる基金から一時借入とか何とかやっているような状況もあったり、

あるいは資金繰り、医療費は毎月毎月払わないといけないものですから、そういった意味では理

解していただけるかなという部分もありますが、いずれにしてもやり方としてはこれは真っ当な

と言いますか、いわゆる理論、理屈上ですね、ちょっとそぐわない面もありますので、議員おっ

しゃるようなご意見をしっかりと私どもも受けて、精査しながら国保事業の健全化に取り組んで

まいりたいなと考えております。 
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○ 議長 島袋吉徳 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず本案に対し反対討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 反対討論がないようですので、次に賛成討論の発言を許可します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 賛成討論もないようですので、これで討論を終わります。 

 これから議案第54号 平成25年度本部町国民健康保険特別会計補正予算についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第54号 平成25年度本部町国民健康保険特別会計補正

予算については、原案のとおり可決されました。 

 日程第21．議案第55号 平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予算についてを議題としま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。公営企業課長。 

○ 公営企業課長 宮城 忠 議案第55号 平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予算につ

いて。平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予算を別紙のとおり提案し議会の議決を求める。

平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 次のページをお願いします。平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予算（第１号）。平成

25年度本部町公共下水道特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出

予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ766万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億7,600万円とする。２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

 次のページの第１表歳入歳出予算補正により説明します。１歳入では、平成24年度決算の実質

収支額（決算剰余金）が2,926万8,251円となっているため、繰越金を2,926万8,000円増額して、

繰越金を2,500万円減額しています。差額の426万8,000円は２の歳出の予備費に充てています。 

 次に１歳入の諸収入は消費税還付金340万円の増額です。これは建設工事費など、町が支払っ

た消費税額から下水道使用料、使用収入など、町が収入した消費税額のうち、支払った額が大き

い場合に還付されるものです。この340万円を２の歳出の施設新設改良費で増額しています。 

 ５ページをごらんください。工事請負費で記念公園第１中継ポンプ場受電切替工事を340万円

増額しています。これは記念公園内の下水道施設を廃止したことにより、記念公園第１中継ポン

プ場の受電切替工事と廃止した中継ポンプ場の撤去工事費です。また、同じく５ページの委託料

の設計委託料と工事請負費の管渠工事費で3,601万円の組み替えをしています。以上で説明を終
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わります。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第55号 平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予算についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第55号 平成25年度本部町公共下水道特別会計補正予

算については、原案のとおり可決されました。 

 日程第22．議案第56号 平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。保険予防課長。 

○ 保険予防課長 仲榮眞 修 議案第56号 平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予

算について。平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算を別紙のとおり提案し議会の議

決を求める。平成25年９月18日提出、本部町長 高良文雄。 

 １枚目をお開きください。平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。平

成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳

入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万9,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,030万円とする。２項 歳入歳出予算の補正の款項

の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。平成25年９月18日、本部町長 高良文雄。 

 ２枚お開きください。平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書でもっ

て説明をいたします。１枚お開きください。事項別明細書の総括表で説明いたします。歳入の６

款繰入金ですけれども、その前に７款繰越金から説明します。これは補正額88万6,000円なんで

すけれども、これは平成24年度決算収支に基づいて、88万6,255円の実質収支がございましたの

で、今回繰越金として88万6,000円の増をしてございます。上の６款繰入金の119万5,000円の減

額なんですけれども、これは一般会計のほうでも説明をしましたが、歳出のところの保険料の負

担金であるとか、その他還付未済金等の精算に伴って、繰越金を相殺した結果、119万5,000円の

減額の繰入金でおさまったということになっております。 

 続きまして、同じページの歳出のほうを説明します。２款の後期高齢者医療広域連合納付金９

万円の増額なんですけれども、これは出納整理期間４月、５月で平成24年度の保険料が入ります

けれども、５月分に入った保険料の支払いが６月になるものですから、どうしても次年度の会計

で支払をするということになっていますので、出納整理期間の５月に入った保険料を平成25年度

の後期高齢者医療広域連合納付金という形で負担しておりますので、その９万円はその翌月払い
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の保険料になっております。続きまして、３款諸支出金の39万9,000円の減額ですけれども、こ

れも過年度分、これまでの還付未済額が確定しましたので、それにあわせて当初措置しておりま

した６ページから７ページちょっとごらんになってください。当初予算で50万円還付未済金のほ

うを見込んでおりましたが、先ほど説明しましたとおり、補正後の10万1,000円の還付金が確定

したということで補正額39万9,000円の減額補正をしております。以上を説明を終わらせていた

だきたいと思います。 

○ 議長 島袋吉徳 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

 これから議案第56号 平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補正予算についてを採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第56号 平成25年度本部町後期高齢者医療特別会計補

正予算については、原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 散 会（午後５時02分） 

 

 

 


